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Ⅰ はじめに 
 
食肉は生鮮食品の中でも特に有害微生物による汚染対策を図らなければ食中毒等の健康危

害に結びつきやすい食品であり、また、これを製造・加工して新たな食品を作る原料ともな

り、その取り扱い不備による影響は広範囲にわたります。一方で、我々県民の生活に身近な

食品取扱施設でもあります。 

しかし、原材料から出荷にいたる全工程を管理し、効率的かつ高い安全性を確保するため

の完璧な衛生管理システムを期するあまり、HACCP手法と食肉販売施設の衛生管理との間

には大きな隔たりが生じています。 

そこで、本県における食肉販売施設にHACCP手法の基礎となる一般的衛生管理の徹底を

図り、施設に応じてHACCPシステムを導入できるよう、この手引きを作成しました。 

 

 

Ⅱ HACCP概論 
 

１．なぜHACCPシステムか 
より効果的な衛生管理を実践していくためには、普段何げなくやってきたことを、従事者

一人一人が目的意識を持って、決められたチェックを毎日継続する必要があります。 

HACCPシステムというととても難しい学術的な手法のように感じるかも知れませんが、

製造工程をきちんと意識して管理するという手法がまさにHACCPシステムの考え方なので

す。 

最初から完璧なものを作成するのは困難ですが、重要な管理ポイントを見逃さないために

も、HACCPシステムの手法を正しく理解し、じっくりと取り組んでいくことが重要です。 

 

 

２．HACCPシステムとは 
（１）HACCPシステムの生い立ち 
HACCPシステムとは、Hazard Analysis（HA：危害分析）とCritical Control Point

（CCP：重要管理点）のそれぞれの単語の頭文字を取った略称で、危害分析重要管理点方式

と訳されています。 

HACCPシステムは、宇宙食の安全性をより一層高めるため、従来の衛生管理をより効果

的に実施する手段としてNASA（米国航空宇宙局）等により開発されました。 

 

（２）HACCPシステムの概要 
HACCPシステムは、危害の発生を予防するシステムです。 

勘や経験に頼る部分が多かった従来の衛生管理の方法とは異なり、原材料から最終製品の

出荷までの全ての工程について危害分析を行うと共に、危害発生を防止する上で極めて重要

な工程（CCP）を特定し、当該工程の管理状況を重点的に管理することにより、工程全般を

通して食中毒などによる危害の発生を予防し、製品の安全確保を図るというものです。 

 

（３）HACCPシステムのポイント 
①１２手順と７原則 

HACCPシステムに基づく衛生管理を効率的かつ効果的に実施するため、導入の仕方

についての１２手順が示されており、導入作業はこの手順に従って進めていくこととさ
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れています。 

このうち、後半の７手順については、HACCPシステムを運用していく上で特に重要

なポイントとして７原則と呼ばれています。 

 

手順１ HACCPチームを編成 

経営者がHACCPシステムの導入を決定したら、まずHACCPチームを作ります。 

 

手順２ 製品の特徴を確認（記載） 

対象製品を選び、原材料、製品の特徴を確認・記録します。 

 

手順３ 製品の使用方法を確認（明確化） 

製品の用途、対象消費者等の使用方法を確認・記録します。 

 

手順４ 製造工程図一覧図、施設の図面及び標準作業書を作成 

フローダイヤグラム、施設の図面、作業マニュアルを作ります。 

 

手順５ 製造工程図一覧図を現場で確認 

手順４で作成したものが実際の現場と一致しているかを確認します。 

 

手順６ 危害を分析 原則１ 

発生するおそれのある危害について分析し、危害リストを作成します。 

 

手順７ 重要管理点（CCP）を決定 原則２ 

分析した危害について、CCPとして管理するものを決めます。 

 

手順８ 管理基準（許容限界：CL）を設定 原則３ 

各CCPにおける管理基準を設定します。 

 

手順９ 測定方法（モニタリング）を設定 原則４ 

各CCPの管理をモニタリングする方法を設定します。 

 

手順10 逸脱発生時の改善措置を設定 原則５ 

モニタリング結果により取られる改善措置を設定します。 

 

手順11 検証方法を設定します。 原則６ 

HACCPシステムがうまく作動しているかを確認する検証方法を設定します。 

 

手順12 記録保管及び文書作成規定を設定 原則７ 

HACCPプランに関するすべての文書及び実施の記録の作成方法を決めます。 

 

②７原則とは 

（原則１） 危害分析 

原材料・製造工程・保管等において、どのような危害の発生が想定されるのか、そ

の発生要因は何か。また、危害を防止するために何をしなければならないのかを明ら

かにすることを危害分析と呼んでいます。 

危害分析はHACCPシステムの基礎となるステップです。この危害分析を十分に行

うことにより、「何をどのように気を付けなければならないか」という衛生管理のポ
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イントが明確になってきます。 

例えば、精肉を冷蔵庫に保管する工程では、冷蔵庫の温度の上昇により精肉表面の

微生物が増殖する危害が予測されますが、冷蔵庫の温度が常に１０℃以下であること

を定期的に確認することで予防します。 

※危害とは 

飲食に起因し、人の健康を害する恐れのある要因のことで、次のように分類するこ

とができます。 

ａ．生物学的危害（病原細菌・寄生虫・ウィルスなど） 

ｂ．化学的危害（洗剤・殺菌剤・農薬・食品添加物など） 

ｃ．物理的危害（ガラス片・プラスチック片・金属片・木片など） 

（原則２）CCP決定 

（原則３）管理基準設定 

（原則４）モニタリングの方法設定 

（原則５）改善措置の設定 

危害分析の結果から、「特に気を付けなければいけない」ポイントが重要管理点（CCP）

であり「どのように管理すればよいか」を規定したものが管理基準、モニタリングの方

法、改善措置です。 

例えば、重要管理点を金属探知機の工程と決定した場合、管理基準は、「金属異物が

混入していないこと。金属探知機が正常に作動していること。」であり、モニタリング

は、「金属探知機に全数通過させること。定められた頻度でテストピースによる金属探

知機の作動を確認すること。」である。 

また、管理基準を満たさない場合は、「廃棄処分。金属探知機の調整後再通過する。」

ことなどが改善措置となります。 

CCP以外の危害については、一般的衛生管理プログラムで管理することとなります。 

（原則６）検証 

（原則７）記録 

作業をしながら記録を付けることは、非常に抵抗感があるものです。しかし、日々行

っている衛生管理が、本当に確実に実施できているかを確認する（検証する）際にはこ

の記録がなければ評価できません。 

また、記録を見直すことにより、新たに「気を付けなければならない」ポイントが明

確になることがあります。 

 

 

（４）HACCPシステムのメリットとデメリット 
①食品の安全性が向上する 

予測できる危害原因物質を、各製造工程毎にできる限り低いレベルに押さえるため

微生物制御が徹底して行われることにより、安全性が向上します。 

 

②より効果的な衛生管理が徹底できる 

危害分析を行うことで、従来の勘や経験に頼った漠然とした衛生管理ではなく、従

事者自らがより重点的に管理すべき箇所を具体的に把握することができるため、より

効果的な衛生管理の徹底が図れます。 

 

③組織全体の衛生管理に対する意識が向上する 

施設長、現場責任者、従事者が一体となって取り組むことにより、衛生管理に対す

る組織全員の意識や知識の向上が期待できます。 
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④経験が科学で裏付けられる 

これまで、それぞれの従事者が経験的に確立してきた衛生管理方法を科学的に裏付

け、わかりやすくマニュアルを作ることにより、従事者全員が理解し、責任を持って

実践できる衛生管理方法を確立することができます。 

 

⑤効果的な衛生管理が維持する 

最初に完全な手順を作成していても、時間がたつと徐々にくずれていくことはよく

あります。また、会社のトップにHACCPを維持継続するという強い意志がなければ、

システムはすぐくずれてしまいます。しかし、HACCPシステムは、計画どおり実行

されているかを科学的な手段で定期的に検証し、必要に応じて改善を加えるため、常

に効果的な衛生管理が維持されますが、危害を分析したり、記録を付けたり、手順を

見直したりする必要があるため、これまでと違った手間がかかるというデメリットが

あります。 

また、HACCP導入の時に工場によっては施設面の改善や製造ラインへの適切な人

員配置などの環境整備に経費がかかる場合もあります。 

 

⑥競争力が強化される 

販売者は病原微生物等による危害を防ぐため、より安全な食品を仕入れることが必

要になることから、HACCPシステムを導入している工場で生産された安全な食品は、

そうでない食品に比べ明らかに競争力の強い商品となります。また、不良品発生率も

低下しますので、事故に伴う損害賠償や不良食品回収の危険が小さくなり経済的にも

有利となります。 

 

 

 

３．一般的衛生管理プログラムとは 
HACCPシステムを取り入れた衛生管理を効果的に実施するには、衛生的な施設・設備に

おいて、衛生的な製造・加工をするなど、一般的あるいは基本的な衛生管理が十分行われて

いなければなりません。これは、決して難しいことをするのではなく、安全な食品を提供す

るために従来から行ってきた基本的な衛生管理事項を整理し、管理方法を定め、決められた

手順どおりに従事者一人一人が責任を持って管理するということです。 

このHACCPシステムの基礎ともいえるものが、一般的衛生管理プログラム（PP：

Prerequisite Program）と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜一般的衛生管理プログラム＞ 

①施設・設備の衛生管理（施設、設備の清掃・消毒等） 

②従事者の衛生教育（従事者等の衛生教育のスケジュール、内容等） 

③施設設備、機械器具類の保守点検（機械器具類の点検、洗浄消毒等） 

④ねずみ・昆虫の防除（ねずみ・昆虫等の駆除等） 

⑤使用水の衛生管理（水質検査、貯水槽の清掃、残留塩素濃度の確認等） 

⑥排水・廃棄物の衛生管理（廃棄物の搬出、保管等） 

⑦従事者の衛生管理（健康診断、検便、手洗い、服装等） 

⑧食品等の衛生的な取り扱い（原材料の検収、保管、下処理、加工、包装等） 

⑨事故発生時の対応（製品の回収方法） 
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これらの項目が、一般的衛生管理プログラムとして十分に管理されていなければ、HACCP

システムは機能しません。逆にいえば、一般的衛生管理プログラムがしっかり行われていれ

ば、HACCPシステムにおける重要管理点（CCP）での管理がより確実なものとなります。 

例えば、金属探知機工程をHACCPシステムにおける重要管理点（CCP）として管理して

いても、温度管理が不十分であったり、器具や従事者の手指から食中毒菌が付着してしまえ

ば、CCPをいくら管理しても食中毒は防げません。 

このように、HACCPシステムを取り入れた衛生管理を確実に実施するためには、温度管

理や器具類・従事者の手指の洗浄消毒などを一般的衛生管理プログラムとして、作業の手順

（マニュアル）や点検の方法（点検票）を定め、継続して管理していく必要があるわけです。 

 

 

 

Ⅲ 食肉販売施設における一般的衛生管理 
 
食肉販売業とは、鳥獣の生肉（骨や臓器を含む）を販売する営業であって、包装された食

肉を保管、注文配送する場合も含まれます。食肉販売業の一般的な特徴として以下のような

点が挙げられます。 

 

・ 野菜、魚介類等と異なり、原材料を洗浄することがない 
・ 加熱等の殺菌工程を行わない 

 

 従って、微生物による危害は一般的衛生管理プログラムで制御する他ありません。 

具体的手引きについては、「ホップ・ステップHACCP導入の手引き 自主衛生管理マニ

ュアル」「手順書例」「記録例」をご参照ください。 

 

 

 

 

Ⅳ 食肉販売施設におけるHACCPシステムの導入について 
 

HACCPによる衛生管理の特徴は、複数の従事者が常に同一の方法で作業を行うように、

作業ごとの手順等を統一して文書化（「マニュアル化」）することと、衛生管理等に関して

実施した事実や結果等を「記録化」して残しておくことです。 

また、HACCPプランは、それぞれの施設で作成されるものであり、さらに、一度作成し

たHACCPプランについても、必要があれば、その都度見直しを行うなど、柔軟なシステム

として活用する必要があります。 

HACCPを導入することについては、人的（記録などの手間がかかる）あるいは物的（施

設整備）に負担がかかることも事実ですが、皆さんの施設で提供している製品が、いつも「安

全」と「安心」を確保し、今まで以上に信頼されることが何よりも大切です。 

ただし、手順７に記載するとおり、HACCPプランを作成することができない場合もござ

いますのでご留意ください。 

それでは、次の手順を参考にして、あなたの施設でもHACCPシステムを導入してみまし

ょう。 
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手順１ HACCPチームの編成 
 

HACCPでは、食品の安全を保証するための具体的なルールを自分たちで定めることが必

要です。そして、そのルールどおりに実行されているかどうかを客観的に評価できる方法に

より確認作業を行うとともに、その確認結果を記録するという一連の作業を組織的（システ

ム）に実践することが重要です。また、作業に直接又は間接的に関与する一人一人が、それ

らのルールを定めたことの理由や目的を十分に理解しておく必要があります。 

そのためにも、これらの関係者で構成するチームを編成して、常に共通の認識作りを行う

ことが不可欠です。 

チームの編成に当たっては、次の点に留意しましょう。 

① 構成メンバーは、従事者だけでなく、当該施設のハード面（施設・設備の整備）やソフ

ト面（人材の確保・養成等）での責任者を含めて構成すること。 

（例：施設長、部門責任者、人事責任者、従事者、配送担当者等） 

② チーム結成に当たっては、HACCP等の食品衛生管理の知識を持っている専門家を招い

てHACCPの講習会を開催し、知識を深めることから始める。 

③ チームでは、次の作業を行う。 

・ 一般的衛生管理プログラムの作成 

・ 作業マニュアルの作成 

・ 衛生管理総括表（HACCPプラン）の作成 

・ 従事者教育 

・ 適正に衛生管理が実施されていることの定期的な確認 

・ すべての記録の保管 

・ 衛生管理プランの修正 

 

※ HACCPチームの構成メンバー表を作成しましょう。 
 

チームが編成されたら、手順２以降の作業を順次行っていくわけですが、チームの一人一

人が製造場内での作業全体について同じ認識を持って検討に加わるためには、各手順ごとに

示されているようなものを資料として整理（文書化）する必要があります。 

 

手順２ 製造する製品の特徴を確認する。 
 

まず、あなたの施設で製造しているすべての製品を書き出してみましょう。 

使用する原材料、器具類、手順などが違いますから、HACCPプランは製品ごとに作成す

るのが原則です。 

しかし、最初からすべての製品についてHACCPプランづくりに取り組むのは大変です。 

そこで、過去の食中毒事例（食中毒の発生状況については最寄りの保健所にお尋ね下さい。）

などを参考として、書き出した製品リストの中から、食中毒事例と同一の製品、あるいは食

中毒菌等の危害物質に汚染される可能性の高い原材料を用いている製品または加工方法の製

品を選び、さらに、優先順位をつけることにより、特に衛生管理を強化する必要のある製品

を絞り込むことができます。 

一つ一つ着実に進めていきましょう。 
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手順３ 対象者の特徴を確認する。 
 

手順２の製品は、どのような人に提供されるのか。 

大人が主体なのか、病人、老人、乳幼児など抵抗力の弱い人は食べないか。 

また、そのまま食べるのか、あるいは加熱して食べるのか等を確認しておくことは、適切

なHACCPプランを作成するうえでも重要です。 

整理表（例） 

項 目 確 認 事 項 

①対象者 

［対象者の特性］ 

②提供の仕方 

③製造後の保管方法 

④搬送方法 

⑤搬送の所要時間 

不特定・病人・老人・乳幼児・子供・その他 

 

生で喫食・加熱してから喫食 

製造後、（最大）○日以内に提供される。 

常温・冷蔵・冷凍・その他（   ） 

輸送方法：常温・冷蔵・冷凍 

（最大）○日間 

 

手順４ 作業の状況を文書化する。 
 

これは、作業場での作業の流れを書面で整理することにより、HACCPチ－ムの全員が共

通に理解し合うために必要な手順です。 

できるだけ一目でわかるようまとめることが大切です。 

それでは、次の①～③のように整理してみましょう。 

① 製造工程一覧図（フローダイアグラム）の作成 

現在行っているままの（原材料の受け入れから製品に至るまでの）作業の流れが一目でわ

かるよう、図式化してみましょう。 

このように図式化することにより、作業の流れを客観的に整理することができます。 

② 標準作業手順書の作成 

これは、作業工程順に作業の担当者、作業手順（内容）、使用する原材料、機械器具類、

作業時間を記載したものです。 

危害分析に役立つだけでなく、作業の標準逸脱発生時の原因究明にも有用です。 

③ 施設内の平面図の作成 

作業区画、汚染・非汚染区域、加工設備の配置、給水・給湯・給排水設備、手洗い設備、

便所、更衣室などを明示（できれば作業動線も記入してみましょう）した図面を作成します。 

あなたの施設における従事者の作業動線を図面上で、眺めてみると、汚染作業区域（検収

場、原料保管庫）と清潔作業区域（加工、計量、包装）との作業動線の交差の有無や製造設

備の配置上の問題点など、今まで気がつかなかったことが発見できるかもしれません。 

さらに、送風機、クーラー等を使用している場合には空気の流れも記入してみましょう。 

 

手順５ 現場で確認する。 
 

手順４で作成した作業工程一覧図（フローダイアグラム）、標準作業手順書、施設内の平

面図等の文書化した内容が、現場での実際と一致しているか、念のために確認しておきまし

ょう。 

もしかしたら、作業担当者によって手順（やり方）等が異なっている場合があるかもしれ

ません。 
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なお、この手順の中で作業工程一覧図（フローダイアグラム）に各工程ごとの作業開始時

間を書き入れることで、より具体的な作業の流れが把握できます。 

また、実際の従事者の作業場内での動きを観察し、その結果を各従事者ごとに色分けして

平面図のうえに作業動線を描いてみることによって、汚染作業区域と清潔作業区域の往来に

よる交差汚染の可能性の有無を確認することもできます。 

 

手順６ 危害を分析する。（原則１） 
 

原材料及び手順４で作成した作業工程ごとに、発生するおそれのある危害について次の３

項目で整理した危害リストを作成しましょう。 

（１）どのような危害が考えられるか。（危害の評価・特定） 

過去に発生した食中毒事例における原因及び原因物質のデータをもとに、同一原材料あ

るいは同一製品かどうか、あるいは、製品の汚染実態等に関する調査研究データ等を参考

として考えられる危害の程度を評価して、特定してみましょう。 

（２）その危害はどのような要因で発生するのか。（危害の発生要因） 

特定した危害ごとに、その発生要因についても、整理してみましょう。 

（３）特定した危害を防止するための措置は何か。（防止措置の特定） 

危害の原因となる物質及び危害が発生するおそれのある工程について、その危害の発生

を防止するための措置（対応策）を決めましょう。 

 

 

①生物学的危害 

病原大腸菌、サルモネラ、カンピロバクター、ウエルシュ菌、黄色ブドウ球菌などの感染 

またはそれらが体内で作る毒素による被害。 

 

（防止対策） 

食肉販売の加工には加熱工程がないので、取り扱い管理を徹底し、廃棄物容器、ねずみ・ 

衛生害虫、従事者、使用水からの汚染を防止し、温度管理を徹底する。 

 

②化学的危害 

抗菌性物質、合成抗菌剤の残留又は法定基準値の超過、内寄生虫用剤及びホルモン剤の残 

留、食品添加物の不正使用等による健康被害。 

 

 （防止対策） 

  原料肉の納入業者との保証契約及び確認、自社内で残留検査を実施している場合や原料

肉納入業者が自主的に残留検査を実施している場合には、これらのデータに基づき食肉

取引業者やブランドを指定し、原料の受入時に取引業者名やブランドを確認する。 

 

③物理的危害 

金属、ガラス、プラスチック等の異物等による健康被害。 

 

（防止対策） 

機械、器具の管理の徹底、照明器具の被覆、目視検品の徹底、金属探知器の導入等。 
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手順７ 重要管理点（CCP）を設定する。（原則２） 
 

手順６の危害分析により、各工程における危害とその防止措置が明らかになりました。 

しかし、これらの防止措置には、施設等が衛生的に保たれているか、従事者の衛生管理が

しっかりできているか等といった一般的衛生管理プログラム（PP）を確実に実施することで

十分に対応できるものも多く含まれています。 

このため、PPで管理できるものはPPに従ってしっかり管理し、重点的に管理する重要管

理点（CCP）はできるだけ絞り込むことが大切です。 

必要以上にCCPを多く設定した場合、管理が分散化し、正しい衛生管理に支障をきたす場

合があります。 

しかし逆に、危害防止のうえで本当に重要な工程をCCPに設定しなかった場合、その工程

がチェックできず、食中毒の発生につながる重大な製造上のミスを見過ごす場合があります。 

このように、CCPの設定は、HACCPプランを作成するうえで、大変重要な作業と言えま

す。 

 

Ｑ： 重要管理点（CCP）として管理するか、一般的衛生管理として管理するかの判断はど

うすればよいのですか？ 

Ａ： 次の２項目に該当する管理点だけを重要管理点（CCP）と設定し、それ以外は一般的

衛生管理として管理すればよいでしょう 

 

  （１）食中毒・食品事故防止のためには大変効果的な危害除去工程。 

（２）その工程の後には、作業が終了するまでの間にそれと同等に効果的 

な危害除去のための工程が存在しないこと。 

 

   なお、異物混入をCCPとする場合、目視確認によるモニタリングでは、科学的根拠で

立証された数値化された管理基準の設定が不可能であり、CCPとして取り扱うことはで

きません。 

 

手順８ 管理基準を設定する。（原則３） 
 

手順７で設定した重要管理点（CCP）の管理の方法を設定しなければなりません。 

この管理の方法は、従来は経験と勘によることが多かったわけですが、HACCPでは、そ

のような個人差のある管理方法ではなく、誰がやっても同じ判断ができるような客観的な管

理基準をあらかじめ定めて管理するわけです。 

なお、この管理基準については、次の要件を満たしていることが必要です。 

＜管理基準の要件＞ 

（１）科学性 

危害の原因物質が死滅あるいは明らかに除去・低減されていることが客観的に確認で

き、かつ、その基準値は科学的根拠のある数値であることが必要です。 

 

（２）即時性 

製品を提供する前に製造したものが安全かどうか確認できなければ意味がありません。 

そのため、作業工程の流れの中で設定する管理基準の項目（パラメータ）としては温度

や時間のように、その場で（リアルタイムに）判断できる指標を用いることが必要です。 

例えば、①官能的指標（色調、光沢、臭気、粘度等） 

②理化学的指標（温度、時間、水分活性、pH等） 
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（３）連続的測定及び記録 

自記温度計やプリンター付き温度計など、できるだけ連続的に測定でき、かつ記録に残

せる方が加工中でのモニタリングの手間が少なくて済みます。 

 

手順９ 測定（モニタリング）方法を設定する。（原則４） 
 

手順８で設定した管理基準を満たしているかどうかチェックする必要があります。 

CCPにおいて管理基準に合格しているかチェックすることをモニタリングと呼びます。 

製造工程の途中でのモニタリングは、一面では作業の手を止めるものという印象があるか

もしれませんが、HACCPを実践するためには不可欠なものです。 

要するに、このモニタリングも作業工程の一つという考えを持たなければなりません。 

モニタリングにおいては、次のような項目について、あらかじめ測定方法を具体的に決め

ておく必要があります。 

（１）何を （２）どのように （３）モニタリングの頻度 （４）誰が（実施者） 

（例） 

 検品（金属探知） 

何を 包装後の製品 

どのように 金属探知機を通過させ、確認する。 

頻度 全数 

誰が 作業担当者 

 

手順10 改善措置を設定する。（原則５） 
 

モニタリングの結果、管理基準に達していなかった（適合していなかった）場合には、そ

の段階で適切な改善措置を講じなければ、モニタリングした意味がありません。 

＜改善措置の具体例＞ 

①作業を一時停止し、衛生管理者に報告する。 

②廃棄するか、もう一度同じ作業（例えば金属探知機に通す等）を繰り返す。 

③なぜ管理基準に達していなかったのか調べ、原因となるものを取り除いた（改善した）後、 

作業を再開する。 

 

手順11 検証方法を設定する。（原則６） 
 

検証とは、衛生管理がHACCPプランに従っているかどうか、HACCPプランに修正が必

要かどうかを判定するために行われる方法、手続き、試験検査をいう。 

なお、モニタリングは、CCPの管理状態の確認を目的としているのに対し、検証はHACCP

システム全体を点検するものである。 

HACCPによる衛生管理が期待どおり機能しているかを、継続的に確認し、正しく評価す

るための検証方法を設定しておきましょう。 

この場合の検証する内容も、次のような様々な視点から考えられます。 

 

＜検証の具体的内容＞ 

①実際に行われている作業が、HACCPプランどおりに実施されているかの確認 

→ 実施記録による確認 
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②重要管理点（CCP）の設定が間違っていなかったか（最終製品が期待どおりの品質で

出来上がっているか）の確認  

→ 製品の異物検査 

 

③モニタリング用機器が正常に作動しているかの確認 

 

手順12 実施記録・文書の保存（原則７） 
 

一連の実施結果等の記録を正確に作成、保存することにより、HACCPプランを適切に実

施したことの証拠になります。 

また、この記録が、検証の際の有効な確認資料としても活用できます。 

 

（例）「記録文書名」及び「記録内容」 

①日常点検記録票・・・・・・・・温度、時間の測定記録、点検者氏名 

②金属探知機の感度点検記録簿・・点検実施日、結果、点検者氏名 

 

以上が、HACCP導入のための１２手順です。 

手順６～手順12の作業を左から右につなげていくと、HACCPプラン（総括表）が完成し

ます。これが衛生管理のための企画書（あるいは設計図）ということになります。 

 

HACCPプラン（総括表） 

 
 

この総括表の中で、特に重要管理点（CCP）（※の部分）を縦に並べ替えて「CCP 

整理表」を作成してみると、そのポイントが分かりやすくなります。 

 

CCP整理表 

① 危害  

② 危害の発生要因  

③ 防止措置  

④ 管理基準  

⑤ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ方法  

⑥ 改善措置  

⑦ 検証方法  

⑧ 記録文書  
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Ⅴ HACCPプランの作成例 
 

「食肉販売業」について、工程フロー図、製品説明書、HACCPプラン（総括表）、CCP

整理票、衛生管理マニュアル、チェックリスト等を作成しましたのでご参考ください。 

なお、金属探知機等による異物排斥装置がない場合、CCPとなる工程がない（HACCPプ

ランの作成ができない）ことが推測されます。 

 

 

製 造 工 程 フ ロ ー 図 

  製品の名称：食肉（スライス、ミンチ：冷蔵、冷凍） 

 

 

    原料肉                包装資材 

 

 １  受入れ              2  受入れ  

     

  

 3  保 管              4  保 管  

 

 

 5 分割・除骨 

 

 

 6  ｶｯﾄ・ﾐﾝﾁ  

 

 

 7  計 量  

 

 

 8  包 装  

 

 

 9  ラベリング  

 

 

10  検 品  

 

 

11  陳列・販売  
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製品説明書 
 

１．製品の名称及び種類 食肉（カット、ミンチ：冷蔵、冷凍） 

２．原材料の名称 原料食肉 

３．添加物の名称及びその使用量 なし 

４．容器包装の形態、材質 
形態：プラスチック容器包装 

材質：ポリエチレン、PET等 

５．性状及び特性 なし 

６．製品の規格 

化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはなら

ない。ただし、「（１）食品衛生法第 10条の

規定により厚生労働大臣が定めた添加物を含有

するもの、（２）「動物用医薬品の残留基準」

に適合するもの」を除く。 

７．消費期限又は賞味期限及び保存方法 

消費期限：3日間 保存方法：10℃以下 

（賞味期限：180 日間、保存方法：－15℃以

下） 

８．喫食又は利用の方法 加熱後喫食 

９．販売等の対象とする消費者層 一般消費者 
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CCP整理表 

段階・工程 検品 

危害 金属異物の付着、混入 

危害の発生要因 
機械、器具等の断片、注射針等の除去不良による金属異物の混入 

金属探知機の作動不良 

防止措置 
金属探知機による金属異物の除去 

金属探知機の定期的な保守点検 

管理基準 金属異物が混入していないこと 

モニタリング方法 

■金属探知機を通過させて確認する。 

頻度：全数  担当者：包装担当者 

改善措置 

■作業開始時、カット品目切り替え時及び○時間ごとにテストピース

を流して金属探知機の作動不良が認められた場合、包装担当者は、 

①処理の流れを止めるとともに包装担当責任者に報告する。 

②包装担当責任者は、異常が認められた時点より前の、正常確認され

た時点までの製品を特定し、隔離、保留する。 

③金属探知機の感度を調整し、正常作業に復帰させる。（復帰困難な

場合は交換） 

④隔離、保留された製品を再度全数検査し、安全を確かめた後、製品

化する。（金属が混入した製品は、分離困難な場合は廃棄する） 

⑤発生した逸脱内容及びそれに対して取られた措置内容を記録する。

■金属片の混入が明らかとなった製品は廃棄する。 

担当者：包装担当者 

検証方法 

■金属探知機チェック記録の確認（○回／日、包装管理責任者） 

■金属探知機の定期的な精度確認 

頻度：始業時、製品切り替え時、○時間ごと、作業終了時 

テストピース：Fe○mm、SUS○mm 

■金属探知機メンテナンス記録の確認（1回／○月） 

■廃棄、選別使用記録の確認（○回／日） 

記録文書 

■金属探知機チェック記録簿 

■金属探知機管理記録簿 

■廃棄、選別使用記録簿 

 



工程 危害 危害の要因 防止措置 CCP 管理基準 モニタリング 担当者 頻度 改善措置 検証方法 記録文書
１．受入れ
（原料肉）

腐敗微生物の増殖 食肉取引業者の原料肉輸送時
の不適切な温度管理

受入時の原料肉表面温
度のチェック

PP 原料肉表面温度が基準値以下であ
ること

放射温度計による原料肉表面温
度のチェック

受入担当
者

受入ごと 表面温度○℃以上あった場
合、受入れ拒否・返品

検収記録簿の確認 検収記録簿

微生物による汚染 食肉取引業者の原料肉輸送時
の不適切な取扱い

受入時の原料肉の目視
チェック

PP 外観、色、臭いに異常が認められな
いこと

肉質の官能検査（外観、色、臭い） 受入担当
者

受入ごと 微生物汚染が疑われる場合、
受入れ拒否・返品

検収記録簿の確認 検収記録簿

異物の付着 原料肉輸送時の不適切な取扱
い

受入時の原料肉の目視
チェック

PP 異物が付着していないこと 目視チェック 受入担当
者

受入ごと 異物の排除もしくは受入れ拒
否・返品

検収記録簿の確認 検収記録簿

抗菌性物質の残留
又は法定基準値の
超過

生産者の生体取扱不適 社内外残留検査データ
に基づく食肉取引業者・
ブランドの指定

PP 指定取引業者・ブランドであること 指定取引業者・ブランドであること
のチェック

受入担当
者

受入ごと 受入れ拒否・返品 検収記録簿の確認 検収記録簿

食肉取引業者との保証
契約及び確認
食肉取引業者・ブランド
の確認

内寄生虫用剤及び
ホルモン剤の残留

生産者の飼養管理不適 社内外残留検査データ
に基づく食肉取引業者・
ブランドの指定

PP 指定取引業者・ブランドであること 指定取引業者・ブランドであること
のチェック

受入担当
者

受入ごと 受入れ拒否・返品 検収記録簿の確認 検収記録簿

飼料からの汚染 食肉取引業者との保証
契約及び確認
食肉取引業者・ブランド
の確認

２．受入れ
（容器包装）

微生物による汚染
異物の付着

汚染された容器包装の使用
異物の付着

容器包装取引業者・ブラ
ンドの指定

PP 指定取引業者・ブランドであること 指定取引業者・ブランドであること
のチェック

受入担当
者

受入ごと 受入れ拒否・返品 容器包装管理記録簿の確認 容器包装管理記録簿

受入時の目視チェック PP 外観に異常が認められないこと 目視チェック 受入担当
者

受入ごと 受入れ拒否・返品 容器包装管理記録簿の確認 容器包装管理記録簿

３．保管
（原料肉）

腐敗微生物の増殖
病原微生物の増殖

保管温度の管理不良 冷凍・冷蔵庫内温度の
チェック

PP 冷凍庫10℃以下、冷蔵庫-15℃以
下

冷凍・冷蔵庫内温度のチェック 保管担当
者

２回／日 時間をおいて再測定し、基準
温度以下に下がることを確認
する。下がらない場合、衛生
責任者に報告するとともに温
度計の校正を実施し表示温
度が適正か確認。温度計の故
障の場合は温度計を交換もし
くは換算処理。温度計に問題
ない場合、原料肉は肉温測
定、官能検査により劣化の程
度を確認し、廃棄又は選別使
用を判断するとともに原料肉
を移動さ

冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表
の確認
温度計の校正（頻度：○回／
年）
異常時品質記録簿の確認

冷蔵庫・冷凍庫の温度
記録表
温度計校正記録簿
異常時品質記録簿

保管期間の不適切な設定 保管期間の設定
保管期間の遵守

PP 保管期間：
冷蔵：受入後●日以内
冷凍：受入後●日以内

保管日数のチェック 保管担当
者

毎日 保管期間を過ぎたものは、官
能検査により劣化の程度を確
認し、廃棄又は選別使用を判
断

原料保管記録簿の確認 原料保管記録簿

過剰収納による冷却不良 保管量の設定
保管量の厳守

PP １回に収納する原料●kg以下 保管量の確認 保管担当
者

毎日 保管量の削減基準値を超え
て保管された場合、庫内温度
が○分以内に○℃以下になる
ことを確認。基準以下にならな
い場合は移動又は返品

原料保管記録簿の確認 原料保管記録簿

保管庫の保守管理不良 施設、設備の定期的保
守管理

PP 施設、設備に異常がないこと 施設、設備の保守点検 施設設備
管理担当
者

○回／月 異常箇所の補修 施設設備点検記録簿の確認 施設設備点検記録簿

微生物による汚染
異物の付着

作業員の不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適切な取扱作業が実施されているこ
と

作業員の取扱状況チェック 原料管理
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

保管庫の保守管理不良、清掃
不良

施設、設備の定期的保
守管理

PP 施設、設備に異常がないこと 施設、設備の定期点検 施設設備
管理担当
者

○回／月 異常箇所の補修、清掃 施設設備点検記録簿の確認 施設設備点検記録簿

４．保管
（容器包装）

微生物による汚染
異物の付着

容器包装の破損 作業教育の徹底 PP 容器包装に破損がないこと 容器包装破損状況の目視チェック 資材担当
者

使用の都
度

汚染箇所の修正及び汚染の
程度を確認し、不良品は廃棄
または選別使用。

容器包装管理記録簿の確認 容器包装管理記録簿

保管庫の保守管理、清掃の不良施設、設備の定期的保
守管理

PP 施設、設備に異常がないこと 施設、設備の定期点検 施設設備
管理担当
者

○回／月 異常箇所の補修、清掃 施設設備点検記録簿の確認 施設設備点検記録簿

食肉販売施設（カット、ミンチ）総括表



作業員の不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適切な取扱作業が実施されているこ
と

作業員の取扱状況チェック 原料管理
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

５．分割・除骨 腐敗微生物の増殖
病原微生物の増殖

作業室内温度の上昇 作業室内温度の設定 PP 作業室内温度●℃以下 作業室内温度のチェック カット作業
担当者

１回／hr 温度の修正 日常点検表の確認 日常点検表

長時間室温放置による作業中の
品温上昇

作業時間の設定 PP １ロット当たり作業時間●分以内 １ロットあたり作業時間のチェック カット作業
担当者

１ロットごと 残品を冷蔵庫に移動 カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

微生物による汚染 不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適切な取扱作業が実施されているこ
と

作業員の取扱状況チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

深部に対する膿瘍の切開 作業教育の徹底 PP 適正に除去が実施されていること 膿瘍の除去状況のチェック カット作業
担当者

作業ごと トリミングによる汚染された部
分の廃棄

カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

器具の洗浄及び殺菌不良 洗浄及び殺菌状況の
チェック

PP 洗浄、殺菌がマニュアルどおり実施
されていること

作業ごとの洗浄、殺菌実施記録を
チェック

カット作業
責任者

毎日 洗浄・殺菌のやり直し
作業員に対する再教育

カット作業記録簿の確認
不適正作業記録簿の確認

カット作業記録簿
不適正作業記録簿

定期的なまな板の交換 PP 作業中、まな板は定期的に交換され
ていること

作業が変わるごとに交換 カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 日常点検表の確認 日常点検表

定期的な手袋の交換 PP 作業中、手袋は定期的に交換され
ていること

作業が変わるごとに交換 カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 日常点検表の確認 日常点検表

異物の付着・混入 骨等の残存又は除去不良 異物のチェック PP 異物がないこと 目視チェック カット作業
担当者

全品 混入の範囲を特定し、不良品
は廃棄又は選別使用

カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適正な作業が実施されていること 作業員の取扱状況チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 カット作業記録簿
不適正作業記録簿の確認

カット作業記録簿
不適正作業記録簿

包丁破片の混入 包丁の刃の確認 PP 包丁の刃の破損がないこと 目視チェック カット作業
担当者

作業ごと 破損した包丁の研磨・交換
破片の確認ができなければ製
品廃棄

日常点検表の確認 日常点検表

洗浄剤・殺菌剤の混
入

作業員の取扱不良 作業教育の徹底 PP 適正な作業が実施されていること 目視チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

PP 保管場所に適切に保管されているこ
と

作業員の取扱状況チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

６．整形（カッ
ト、ミンチ）

腐敗微生物の増殖
病原微生物の増殖

作業室内温度の上昇 作業室内温度の設定 PP 作業室内温度●℃以下 作業室内温度のチェック カット作業
担当者

１回／hr 温度の修正 日常点検表の確認 日常点検表

長時間室温放置による作業中の
品温上昇

作業時間の設定 PP １ロット当たり作業時間●分以内 １ロットあたり作業時間のチェック カット作業
担当者

１ロットごと 残品を冷蔵庫に移動 カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

微生物による汚染 不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適切な取扱作業が実施されているこ
と

作業員の取扱状況チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

深部に残存した膿瘍の切開 汚染部位の除去 PP 膿瘍による肉の汚染がないこと 目視チェック カット作業
担当者

全品 トリミングによる汚染された部
分の廃棄

カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

機械・器具の洗浄及び殺菌不良 洗浄及び殺菌状況の
チェック

PP 洗浄、殺菌がマニュアルどおり実施
されていること

作業ごとの洗浄、殺菌実施記録を
チェック

カット作業
責任者

毎日 洗浄・殺菌のやり直し
作業員に対する再教育

カット作業記録簿の確認
不適正作業記録簿の確認

カット作業記録簿
不適正作業記録簿

定期的なまな板の交換 PP 作業中、まな板は定期的に交換され
ていること

作業が変わるごとに交換 カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 日常点検表の確認 日常点検表

定期的な手袋の交換 PP 作業中、手袋は定期的に交換され
ていること

作業が変わるごとに交換 カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 日常点検表の確認 日常点検表

異物の付着・混入 骨等の残存又は除去不良 異物のチェック PP 異物がないこと 目視チェック カット作業
担当者

全品 混入の範囲を特定し、不良品
は廃棄又は選別使用

カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適正な作業が実施されていること 作業員の取扱状況チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

スライサーの刃の破損
ミンサー等機械部品の欠落

刃、部品の確認 PP 刃の破損がないこと
欠落部品がないこと

目視チェック カット作業
担当者

作業ごと スライサーの刃の研磨、交換
欠落部品の補完
破片・欠落部品の確認ができ
なければ製品廃棄

カット作業記録簿の確認 カット作業記録簿

洗浄剤・殺菌剤の混
入

作業員の取扱不良 作業教育の徹底 PP 適正な作業が実施されていること 目視チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

PP 保管場所に適切に保管されているこ
と

作業員の取扱状況チェック カット作業
責任者

毎日 作業員の再教育 不適正作業記録簿の確認 不適正作業記録簿

７．計量
８．包装
９．ラベリング

微生物による汚染
異物の混入

不適切な取扱い 作業教育の徹底 PP 適切な取扱作業が実施されている
こと

作業員の取扱状況チェック 包装作業
責任者

毎日 作業員の再教育 包装工程チェック記録簿の確
認
不適正作業記録簿の確認

包装工程チェック記録簿
不適正作業記録簿

器具の洗浄及び殺菌不良 洗浄・殺菌の徹底 PP 洗浄、殺菌がマニュアルどおり実施
されていること

マニュアルどおり洗浄、殺菌が行わ
れているかのチェック

包装作業
責任者

毎日 洗浄・殺菌のやり直し
作業員の再教育

不適正作業記録簿の確認
日常点検表の確認

不適正作業記録簿
日常点検表



容器包装の破損 破損のチェック PP 容器包装に破損がないこと 目視チェック 包装担当
者

全品 破損した容器は不使用。破片
の確認を行い、その他の容器
に混入がないことを確認する

包装工程チェック記録簿の確
認

包装工程チェック記録
簿

機械部品、油脂の混入 機械器具の保守点検 PP 機械器具が整備されていること 機械器具の日常点検 包装担当
者

毎日 落下しそうな部品の固定
余分な油脂の除去

施設設備点検記録簿の確認 施設設備点検記録簿

異物のチェック PP 異物や汚れがないこと 目視チェック 包装担当
者

全品 混入の範囲を特定し、不良品
は廃棄又は選別使用

包装工程チェック記録簿の確
認

包装工程チェック記録簿

10．検品
微生物による汚染 包装ラップの破損（穴開き） 破損のチェック PP 包装ラップに破損がないこと 目視チェック 包装担当

者
全品 包装のやり直し 包装工程チェック記録簿の確

認
包装工程チェック記録簿

金属異物の残存 注射針、器具・機械の断片 金属探知機による金属
異物の除去

CCP 金属異物が混入していないこと 金属探知機によるチェック 包装担当
者

全品 再度チェックし、混入の範囲を
特定し、不良品は廃棄又は選
別使用

金属探知機チェック記録簿の
確認
廃棄、選別使用記録の確認

金属探知機チェック記録
簿
廃棄、選別使用記録

金属探知機の調整、補修 金属探知機メンテナンス記録
の確認
金属探知機の定期的な精度
確認

金属探知機メンテナンス
記録

11．陳列・販
売

腐敗微生物の増殖
病原微生物の増殖

陳列ケース温度の管理不良 陳列ケースの温度チェッ
ク

PP 冷蔵庫10℃以下、冷凍庫-15℃以
下

陳列ケースの温度チェック 販売担当
者

２回／日 時間をおいて再測定し、基準
温度以下に下がることを確認
する。下がらない場合、衛生
責任者に報告するとともに温
度計の校正を実施し表示温
度が適正か確認。温度計の故
障の場合は温度計を交換もし
くは換算処理。温度計に問題
ない場合、製品は肉温測定、
官能検査により劣化の程度を
確認し、廃棄又は選別使用を
判断するとともに製品を移動さ

冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表
の確認
温度計の校正（頻度：○回／
年）
異常時品質記録簿の確認

冷蔵庫・冷凍庫の温度
記録表
温度計校正記録簿
異常時品質記録簿の確
認

陳列・販売期間の不適切な管理 陳列・販売期間の設定、
遵守

PP 販売期間は包装後●日以内 陳列・販売日数のチェック 販売担当
者

毎日 保管期間を過ぎたものは廃棄 製品陳列・保管記録簿の確認 製品陳列・保管記録簿

過剰収納による冷却不良 保管量の設定
保管量の厳守

PP １回に収納する原料●kg以下 保管量の確認 販売担当
者

毎日 保管量の削減基準値を超え
て保管された場合、庫内温度
が●分以内に●℃以下になる
ことを確認。基準以下にならな
い場合は移動又は返品

製品陳列・保管記録簿の確認 製品陳列・保管記録簿

陳列ケースの保守管理不良 施設、設備の定期的保
守管理

PP 施設、設備に異常がないこと 施設、設備の定期点検 設備保全
担当者

○回／月 異常箇所の補修 施設設備点検記録簿の確認 施設設備点検記録簿
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１． 施設設備の衛生管理 
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１－（１） 洗浄・消毒マニュアル（床） ドライシステム施設 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○ ゴミを取り除き、掃き掃除をする。 
 
 
 
○ 200mg/L～500mg/L の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液を含ませた専用のモップ等でふき

あげる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ ゴミを取り除き、掃き掃除をする。 
 
 
 
○ 洗剤液又は温湯でブラシ洗いする。 
 
 
 
○ 洗剤を十分洗い流す。 
 
 
 
○ 水切りワイパーで水を切る。 
 
 
 
○ 200mg/L～500mg/L の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液を含ませた専用のモップ等でふき

あげる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○ 施設の清掃は、すべての製品が加工室から完全に搬出された後に行うこと。 
○ 壁の清掃が終わってから床面の清掃を行うこと。 
○ 加工室の区域ごとの清掃用具で清掃すること。 
○ 清掃用具は適切に保管すること。 

消   毒  

ゴ ミ を 取 る

洗   浄  

ゴ ミ を 取 る

消   毒  

洗 い 流 し  

水  切  り

毎日の作業 

週に１回及び汚れた時の作業 
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１－（２） 洗浄・消毒マニュアル（床） ウエットシステム施設 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○ ゴミを取り除き、掃き掃除をする。 
○ 温湯でブラシ洗いする。 
 
 
○ 必要に応じて200mg/L～500mg/Lの次亜
塩素酸ナトリウム溶液で消毒する。 

 
 
○ 水切りワイパーで水を切る。 
 
 
 
 
 
 
 
○ ゴミを取り除き、掃き掃除をする。 
 
 
 
○ 洗剤液又は温湯でブラシ洗いする。 
 
 
 
○ 洗剤を十分洗い流す。 
 
 
 
○ 200mg/L～500mg/L の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液で消毒する。 

 
 
○ 水切りワイパーで水を切る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 

特 記 事 項 
○ 施設の清掃は、すべての食品が加工室から完全に搬出された後に行うこと。 
○ 壁の清掃が終わってから床面の清掃を行うこと。 
○ 加工室の区域ごとの清掃用具で清掃すること。 
○ 清掃用具は適切に保管すること。 

消   毒  

ゴ ミ を 取 る

洗   浄  

ゴ ミ を 取 る

消   毒  

洗 い 流 し  

水  切  り

水  切  り

毎日の作業 

週に１回及び汚れた時の作業）
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１－（３） 洗浄・消毒マニュアル（壁） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
○ 床面から１m位までの壁を拭きあげる。 
 
 
 
○ 必要に応じて200mg/L～500mg/Lの次亜
塩素酸ナトリウム溶液を含ませたふきんで

ふきあげる。 
 
 
 
 
 

 
 

○ 床面から１m 位までを洗剤液、又は温湯

でブラシ洗いする。 
 
 
○ 洗剤を十分洗い流す。 
 
 
 
○ 200mg/L～500mg/L の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液を含ませたふきんでふきあげる。 

 
 
 
 
 
 
○ 床面から１m 以上の部分を清掃し、必要

に応じて、洗浄・消毒を行う。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 

特 記 事 項 
○ 施設の清掃は、すべての食品が加工室から完全に搬出された後に行うこと。 
○ 加工室の区域ごとの清掃用具で清掃すること。 
○ 清掃用具は適切に保管すること。 
○ 天井は、年に３回以上清掃・点検すること。 

必要に応じて消毒 

清   掃

週に１回及び汚れた時の作業

洗 い 流 し 

洗   浄

消   毒

月に１回及び汚れた時の作業

毎日の作業
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１－（４） 洗浄・消毒マニュアル（排水溝） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
毎日の作業 

○ 温湯でブラシ洗いする。 
 
 
 
○ 排水溝の網等についたゴミを取り除く。 
 
 
 
○ 200mg/L～500mg/L の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液を流す。 

 
 
 
 
 
 

月 1回以上の作業 
○ 洗剤液又は温湯でブラシ洗いする。 
 
 
 
○ 洗剤を十分洗い流す。 
 
 
 
○ グリーストラップの残渣を取り除き、洗
浄する。（業者委託） 

 
 
○ 200mg/L～500mg/L の次亜塩素酸ナトリ
ウム溶液を流す｡ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 

特 記 事 項 
○ 施設の清掃は、すべての食品が加工室から完全に搬出された後に行うこと。 
○ 加工室の区域ごとの清掃用具で清掃すること。 
○ 清掃用具は適切に保管すること。 
○ 毎日の作業ができない場合は、週 1回および必要に応じて行なう。 

必要に応じて消毒 

ゴミを取り除く

洗   浄 

消   毒  

洗   浄 

洗 い 流 し

グリーストラップの清掃  
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１－（５） 洗浄・消毒マニュアル（その他の機器） 

機 器 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ 月１回、雑巾で拭く。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 年２回、蛍光灯をはずして雑巾で拭く。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 年４回、換気扇をはずし、中性洗剤で洗
浄後、乾燥させる。 

 
○ 必要に応じてフードを中性洗剤で洗浄
後、乾燥させる。 

 
 
○週１回、雑巾でふき上げる。 
 
 
○ 使用中は月２回、扇をはずし、中性洗剤
で洗浄後、乾燥させる。 

 
 
○月２回以上、フィルタの点検、清掃を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 
 
 
 

特 記 事 項 
○ 施設の清掃は、すべての食品が加工室から完全に搬出された後に行うこと。 
○ 加工室の区域ごとの清掃用具で清掃すること。 
○ 清掃用具は適切に保管すること。 

換 気 扇 

照 明 器 具

窓  ・ 網  戸

防 虫 カ ー テ ン 

扇 風 機 

エ ア コ ン 
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１－（６） トイレの清掃マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○ トイレ清掃は作業服では行わない。 
○ トイレは、常に清潔に保つ。 
○ 清掃は作業終了後、週１回以上行う。 
 
○ 専用洗剤で洗浄し、洗剤を洗い流す。 
○ 専用雑巾で拭く。 
 
 
 
 
○汚れがひどい場合は、洗剤溶液で拭く。 
 
 
 
 
 
○ 水気を拭き取り、アルコール噴霧を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒の方法は「消毒
剤等使用マニュア

ル」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 記 事 項 
○ 手の洗浄消毒液、ペーパータオル等の点検を行うこと。 
○ ノロウィルス感染者がでた場合は、200mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液を含ませた雑巾で拭き上
げる。 

 
 

ドア・取っ手を拭く 

床・洗面台・便器の

洗浄 

汚物の処理 

ドア・取っ手の消毒 
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２． 従事者の衛生教育 
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２－（１） 衛生教育マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

  
○ 従事者（パートも含む）は、衛生管理及
び食中毒防止に関する研修に参加するな

ど、必要な知識・技術の習得に励むこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 研修会等に参加した場合は、研修内容に
ついての伝達を伝達講習会等の方法により

行うこと。 
 
 

 
○ 年間の実施計画の
作成 

 
○ 年間、複数回開催し
て、交代で受講でき

るようにする。 
 
○ パートを含めて全
員が等しく受講でき

るようにする。 
 
 
○ 研修等（伝達講習会
を含む）の個人別受

講記録を保管する。 
 
 
 
 
 

特 記 事 項 
 

衛 生 教 育 
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３． ねずみ・昆虫の防除 
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３―（１） ねずみ・昆虫の駆除マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
毎日行うもの  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
毎月行うもの  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半年に１回以上行うもの  

 
 
 
 

  
 

 
○ ねずみ、昆虫等の発生状況を点検する。 
 
 
 
○ 発生を確認した時はその都度駆除する。 
 
 
 
 

 
 

○ ねずみ、昆虫等の発生状況を１ヶ月に１
回以上巡回点検する。 

 
 
○ 発生を確認した時はその都度駆除する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

○ ねずみ、昆虫等の駆除を半年に１回以上
実施する。 

 
 

 
 
 
○ 結果を「衛生管理チ
ェックリスト」（「日

常点検表」）に記録す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 結果を「使用水・加
工施設のチェックリ

スト」に記録する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 実施結果（日時、使
用した薬剤等、駆除

結果、実施者等）を

記録する。 

 

特 記 事 項 
○ 侵入防止措置を講じ、補修、整理・整頓、清掃、清拭、消毒等衛生保持に努めること。 
 

発生状況の確認

駆   除

発生状況の確認

駆   除

発生状況の確認

駆   除
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４． 施設設備、機械器具の衛生管理 
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４－（１） 各種記録マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
○ 確認した直後にボールペンで、結果、氏
名を記入する。 

 
○ 記録を修正する場合は、２本線で消して
新たに記入し、修正者の名前を記録する。 

 
 
 
 
 

 
○ メモからの転記を
しない。 

 
○ 加工室に指定した
以外の筆記用具を持

ち込まない。 
 
 
 

 

特 記 事 項 
 
○ 各種記録簿、成績書は項目ごとにファイルし、保存期限を定めて適切に保管すること。 
 
 

記録用紙に記入
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４－（２） 冷蔵庫・冷凍庫の管理マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日行うこと 
 
 
 
 

毎月行うこと 
 
 
    その他 
 
 
 
 

 
○ 故障、破損は速やかに補修する。 
○ 庫内は清浄度により区分けして使用する
こと。 
○ 庫内の棚やスノコに錆や汚染がないこ
と。 

 
 
 
○ 毎日２回以上点検し、記録する。 
 
 
 
○ 原材料、製品が相互汚染しないよう、各
アイテムごとに収納場所を定め、接触しな

いよう区別して保管する。 
○ 床面に直接食品を置かない。      

○ 詰め込みすぎない。（容量の 70％を目安に
保管） 
○ 保管品は間隔を空けて冷気が通るように
保管する。 

 
 
 
○ 毎日、整理整頓し、先入れ先出しを行う。
不要物を撤去し、清掃を行う。 
○扉、取っ手を１日１回以上洗浄・消毒する。 
 
 
○ 月１回以上食品を全部取り出して、内面、
スノコも洗浄・消毒する。  
            
○ 食品等で汚染した場合はその都度清掃
し、必要に応じて消毒する。 
○ 個人の物品は入れない。 
 
○ 月２回以上（換気、フィルター等） 
○ 温度異常の場合は速やかに修理する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 「冷蔵庫・冷凍庫の
温度記録表」に記録

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 4-（4）-③洗浄・
消毒マニュアル（冷

凍庫・冷蔵庫）を参

照。 
 

特 記 事 項 
○ 庫内温度は、冷蔵庫 10℃以下、冷凍庫－15℃以下であること。 
 

設 備 の 衛 生 

温 度 管 理 

原材料・製品の保管 

清 掃、消 毒 

点    検
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４－（３） 消毒液等使用マニュアル 

対   象 消 毒 剤 等 使 用 方 法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
逆性石けん 
 塩化ベンザルコニウム 
 市販品：10%溶液が主 
 

 
 
 
 

消毒用アルコール 
市販品：70～75%が主 
 
 
 
次亜塩素酸ナトリウム 
市販品：有効塩素 6～12%が主 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 洗 剤  
 
・アルカリ洗剤 
 
 
 
 
・中性洗剤 
 
 
 
 

 
 手洗い  

 
0.2%溶液を 2～3滴すりこむ 
または 
1%溶液に 30秒浸漬 
 
 すすぎ  

 
そのまま噴霧して使用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   または 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水（微温水） 1Lに原液 30mlを入れる 
      10Lに原液 300mlを入れる 
 
 
水（微温水） 1Lに原液 1.7mlを入れる 
      10Lに原液 17mlを入れる 

特 記 事 項 
○ 消毒剤や洗剤は、使用上の注意をよく読んで使うこと。 
○ 次亜塩素酸ナトリウムの濃度の調整は「次亜塩素酸ナトリウム溶液の調整表」を参照すること。 

手 洗 い  

施 設 設 備  
器 具 、 容 器 類 
コ ン ベ ア 類 

脂肪系・蛋白系の汚れ

フードカッター・ 
ス ラ イ サ ー 等

炭水化物の汚れ

（カラメル化した糖類、

   糊化した澱粉） 

水又は約 40℃のお湯で洗浄→ブラシ
を用いてよく洗浄する 

80℃以上の熱湯に 5分以上浸漬する

次亜塩素酸ナトリウム 200mg/L 溶
液に 5 分以上浸漬後、よく水洗いす
る 

有効塩素 6％の次亜塩素酸ナトリウムの場合、
水 3Lに対して原液 10ml（300倍希釈）を入れ
て希釈すると、200mg/L（200ppm）となる 
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４－（４）－① 洗浄・消毒マニュアル（フードカッター・スライサー・ミキサー等） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（加工作業前） 
 
 
 
 
 

 
○ 分解した部品は床に直に置かない。 
 
 
○ 飲用適（湯温 40℃程度が望ましい）の水
で洗浄する。 

 
○ 衛生的なスポンジタワシに洗剤をつけて
洗う。 

 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
○ 水滴を十分にとる。 
 
 
 
 
○ 消毒用アルコールを使用し、濡れるよう
に十分噴霧する。 

 
 
○ 外部から汚染されない構造の保管庫に収
納する。 

 
 
○ 二次汚染に注意する。 
 
 
 
○ 密閉した保管設備に収納できない場合
は、使用前に消毒用アルコール等で消毒後

に使用すること。 
 
 
 

 
○ スライサー・カッタ
ー等の刃こぼれを確

認する。 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん・スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒液の使用方法
は「消毒液等使用マ

ニュアル」を参照。 
 
 
 
 
 
○ 「手洗マニュアル」
を参照。 
○ スライサー・カッタ
ー等の刃こぼれを確

認する。 
○ 濡れるように十分
噴霧する。 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工室から搬出された後に行うこと。 
○ 部品で消毒保管庫に入れられる物は熱風乾燥。スライサーのベルトは次亜塩素消毒。 
○ 蒸気殺菌・・・100℃以上で 5分間以上。 
○ 熱湯殺菌・・・80℃以上で 5分間以上浸漬する。 
○ 薬液殺菌・・・200mg/L（200ppm）の次亜塩素酸ナトリウム溶液に 5分間以上浸漬後よく水洗い。
○ 消毒保管庫・・・庫内温度が 80℃以上で乾燥するまで保つ。 
 
 

 

機械本体・部品の分解

洗 剤 に よ る 洗 浄 

す す ぎ

乾燥、またはペーパ

ータオルで拭く 

洗

消   毒

保   管

組 み 立 て 

水 洗 い

消   毒
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４－（４）－② 洗浄・消毒マニュアル（作業台・シンク） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（作業前） 
 

 
○ 飲用適（湯温 40℃程度が望ましい）の水
で洗浄する。 

 
 
○ スポンジタワシに洗剤をつけて洗う。 
○ スポンジタワシは衛生的なものを使用す
る。 

 
 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
○ 水滴を十分にとる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒用アルコールを使用し、濡れるよう
に十分噴霧するか、これと同等以上の方法

で消毒すること。 
 
 
 
 
 
○ 消毒を行って作業を始めること。 
 
 

 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん、スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒液の使用方法
は「消毒液等使用マ

ニュアル」を参照。 
（次亜塩素酸消毒） 
 
 
 
 
（アルコール消毒） 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工室から搬出された後に行うこと。 
○ 作業中、汚れのひどい時やアイテムの切り替え時はペーパータオルなどで汚れを拭き取り、アルコ
ールを表面全体が濡れるように十分噴霧して消毒する。 

水 洗 い

洗 剤 に よ る 洗 浄 

す す ぎ

消   毒

消   毒

乾燥またはペーパ

ータオルで拭く 
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４－（４）－③ 洗浄・消毒マニュアル（冷凍庫・冷蔵庫） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（作業前） 
 

 
○ できるだけ庫内を空にする。 
 
 
 
○ スポンジタワシに洗剤をつけて洗う。 
○ スポンジタワシは衛生的なものを使用す
る。 
（大型の冷蔵庫の場合） 
○棚、壁、床の清掃は洗剤を使用していない

場合、水拭きして、乾燥後、アルコール消毒 
 
○ 洗剤を十分拭き取る。 
 
 
 
○ 200mg/L の次亜塩素酸ナトリウム溶液を
ふくませたタオルで拭き上げて消毒する

か、消毒用アルコールを使用し、濡れるよ

うに十分噴霧する。 
 
○ 取っ手も消毒する。 
 
 
 
 
 
○十分な量を噴霧し、まんべんなく行き渡る

ようにペーパータオルで広げる。 

 
 
 
 
 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒液の使用方法
は「消毒液等使用マ

ニュアル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工室から搬出された後に行うこと。 
○ 「4-（2）冷蔵庫・冷凍庫の管理マニュアル」を参照すること。 
○ 毎日、庫内温度を 2回以上確認し、記録する。 
○ 庫内温度は、冷蔵庫は 5度以下、冷凍庫は－18℃以下、保存食専用冷凍庫は―20℃以下であること。

 

 

庫 内 の 整 理 整 頓 

拭 き 上 げ 

洗 剤 に よ る 洗 浄 

消  毒 

アルコール消毒
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４－（４）－④ 洗浄・消毒マニュアル（その他の機械） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
（作業前） 
 
 
 

 
○ 機器についている残渣を取り除く。 
○ 周辺の残渣の片付けを行う。 
 
 
 
○ 分解・洗浄できるものは分解する。 
○ 分解した部品は床に直に置かない。 
 
 
○ 飲用適（湯温 40℃程度が望ましい）の水
で洗浄する。 

 
 
○ スポンジタワシに洗剤をつけて洗う。 
スポンジタワシは衛生的なものを使用。 

 
 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 扉を閉めて保管する。 
 
 
 
○ 加熱しない食品の加工に使用する場合は
消毒用アルコールを使用し、濡れるように

十分噴霧する。 
○ ハンドル等、作業中触れるような場所は
消毒用アルコールを使用し、濡れるように

十分噴霧する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん・スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒液の使用方法
は「消毒液等使用マ

ニュアル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工区域から搬出された後に行うこと。 
○ 機械等は取り扱いマニュアルに沿って操作し、定期的な整備点換を行う。 
 

機器の内部、周辺の

片付け 

洗 剤 に よ る 洗 浄 

乾  燥 

水 洗 い

す す ぎ

消 毒・保  管 

消  毒 

機械本体・部品の分解
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４－（４）－⑤ 洗浄・消毒マニュアル（まな板・包丁） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※食器乾燥機に入れる場合 
 
 
※紫外線殺菌庫に入れる場合 
 
 
※消毒保管庫がない場合 
 
 
 
 
 

 
○ 飲用適（湯温 40℃程度が望ましい）の水
で洗浄する。 

 
 
 
○ スポンジタワシに洗剤をつけて洗う。 
○ スポンジタワシは衛生的なものを使用す
る。 

 
 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
 
 
○ 食器乾燥機により 80℃の熱風で 30 分以
上乾燥消毒、保管する。 

 
○紫外線殺菌庫で消毒・保管する。 
 
 
○ 熱湯の場合 80℃以上で 5分間以上、又は 
次亜塩素酸ナトリウム 200mg/L で 5 分間
（100mg/Lで 10分間）以上浸漬して行う  
か、これと同等以上の方法で消毒する。 
保管は、衛生的な容器・保管庫等に保管する。 
 
 

 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん・スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ タイマー設定時間
と動作を確認する。 

 
○紫外線の影になる 
場所は殺菌できない。

○合成樹脂製は不適。

 
○ 消毒液の方法は「消
毒液等使用マニュア

ル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工区域から搬出された後に行うこと。 
○ 作業中、汚れのひどい時は洗浄を行い、衛生管理に努めること。 
○ 長時間作業を行う場合は、１時間ごとに洗浄・殺菌を行う。 
 

水 洗 い

洗 剤 に よ る 洗 浄 

す す ぎ

乾燥・殺菌・保管 
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４－（４）－⑥ 洗浄・消毒マニュアル（ザル・ボウル等） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※食器乾燥機に入れる場合 
 
 
※紫外線殺菌庫に入れる場合 
 
 
 
※消毒保管庫に入らない場合 
 
 

 
○ 飲用適（湯温 40℃程度が望ましい）の水
で洗浄する。 

 
 
○ スポンジタワシに洗剤をつけて洗う。 
○ スポンジタワシは衛生的なものを使用す
る。 

 
 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
○下処理以前の魚介類に使用するものにつ

いては十分洗浄後乾燥させて保管する。 
 
 
 
（消毒） 
衛生的取り扱いを要する下処理後の食品に

用いる器具は消毒を行う。 
 
○ 食器乾燥機により 80℃の熱風で 30 分以
上乾燥消毒、保管する。 

 
○紫外線殺菌庫で消毒・保管する。 
 
 
 
○ 熱湯の場合 80℃以上で 5分間以上、又は 
次亜塩素酸ナトリウム 200mg/Lで 5分間
（100mg/Lで 10分間）以上浸漬して行う 
か、これと同等以上の方法で消毒する。 

 保管は、衛生的な場所に保管する。  
 

 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん、スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ タイマー設定時間
と動作を確認する。 

 
○紫外線の影になる 
場所は殺菌できない。

○合成樹脂製は不適。

 
○ 消毒液の方法は「消
毒液等使用マニュア

ル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工室から搬出された後に行うこと。 
○ 食器乾燥機等で消毒できない素材 

・ 熱湯消毒のできるものは、80℃以上の熱湯に 5分間以上浸漬する。 
・ 熱湯消毒のできないプラスチック製品は、200mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液に 5分間以上
浸漬後、よく水洗いする。 

○ 専用の保管庫に入らないザル等は使用前にアルコール消毒をする。 

水 洗 い 

洗 剤 に よ る 洗 浄 

す す ぎ 

乾 燥 ・ 保 管

消   毒 
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４－（４）－⑦ 洗浄・消毒マニュアル（ふきん・スポンジ・たわし・ブラシ） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 飲用適の水（温湯 40℃程度が望ましい）
で洗浄する。 

 
 
 
○ 中性洗剤でもみ洗いする。 
 
 
 
 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
○ 100℃で、5分以上煮沸殺菌又は、これと
同等以上の方法で消毒する。 
○ たわし、ブラシは 15分以上煮沸する。 
○ 金属を含まないスポンジ等は 200mg/Lの 
次亜塩素酸ナトリウム溶液に 5 分以上浸漬
消毒してもよい。 

 
○ 清潔な場所で、乾燥、保管する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒液の使用方法
は「消毒液等の使用

マニュアル」を参照。

 

特 記 事 項 
○ 洗浄作業は全ての食品が加工区域から搬出された後に行うこと。 
○ 各用具は作業区域別に使用し、定期的、または破損がひどくなる前に新しいものと交換すること。
○ ふきんを使用せず、ペーパータオルを使用すること。 
○ スポンジは細菌増殖の場となりやすいことから、使用後に十分洗浄し、次亜塩素酸ナトリウムにつ
けたあと、すすいでから水分をできるだけよく絞って乾燥させること。 

 
 
 

水 洗 い 

洗 剤 に よ る 洗 浄 

熱湯による消毒

乾 燥 ・ 保 管

水 洗 い 
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４－（４）－⑧ 洗浄・消毒マニュアル（エプロン） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

（作業後） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（作業前） 
 

 
○ （種類ごとに）洗浄する。 
 
 
 
 
○ 飲用適（湯温 40℃程度が望ましい）の水
で洗浄する。 
○ スポンジタワシに洗剤をつけて洗う。ス
ポンジタワシは衛生的なものを使用する。 

 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
○ 200mg/L の次亜塩素酸ナトリウム溶液に
5分以上浸す。 

 
 
 
○ 消毒液を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
○ 定められた場所で衛生的に保管する。 
○ エプロンが相互に密着しないよう保管す 
ること。 

 
 
 
 
○ 使用する前に消毒用アルコールを使用
し、濡れるように十分噴霧する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん、スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
○ 消毒液の方法は「消
毒液等使用マニュア

ル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○ 作業工程ごとにエプロンを使い分けすることが望ましい（加工作業・洗浄の区別、畜肉の区別）。 
その際、別々のエプロンを重ねて保管しないこと。 

○ 使用中に汚染した場合は、ペーパータオル等で拭き取った後に消毒用アルコールで消毒する。 
 

乾 燥 ・ 保 管 

水 洗 い

す す ぎ

洗 剤 に よ る 洗 浄 

消  毒 

す す ぎ

消  毒 
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４－（４）－⑨ 洗浄・消毒マニュアル（コンテナ・番重） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
○ 残渣を取り除く。 
 
 
 
 
 
 
○ 汚れがある場合は飲用適（湯温 40℃程度
が望ましい）の水で洗浄するか、ふきんで

拭き上げる。 
 
 
○ 必要によりスポンジタワシに洗剤をつけ
て洗う。 

 
 
 
○ 洗剤を十分に洗い流す。 
 
 
 
 
○用途を考え、必要に応じて次亜塩素酸ナト

リウム 200mg/Lに 5分間以上浸漬する。 
 消毒後は十分水洗いを行う。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 「使用水管理マニ
ュアル」を参照。 

 
 
 
○ 「洗浄・消毒マニュ
アル（ふきん・スポ

ンジ・たわし・ブラ

シ）」を参照。 
 
 
 
 
 
 
○ 消毒液の使用方法
は「消毒液等使用マ

ニュアル」を参照。 
 

特 記 事 項 
○保管状況等を考慮し、必要に応じて作業前に消毒用アルコールを噴霧、拭き上げ消毒を行う。 
 

コンテナの内外の

片付け 

洗 剤 に よ る 洗 浄 

水 洗 い

す す ぎ

消   毒

乾   燥

保   管
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４－（５） 容器・器具の取り扱いマニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 使 い 分 け  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 取 り 扱 い  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 食品を直接取り扱う器具、容器類は、 
食品別及び用途別に区分けする。 

作業工程ごとに区分し、混同しないように使

用する。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
○ 床面からの跳ね水等による汚染を防止す
るため、床面から 60cm 以上の場所で行う
こと。ただし、跳ね水等からの直接汚染が

防止できる食缶等で食品を取り扱う場合に

は、30cm以上の台にのせて行うこと。 
 
 
 
 
 
○ 洗浄・消毒後は外部から汚染されない設
備に保管すること。 

 
 
 
○ 用途別に色分けす
るか、マジック等で

明示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 各容器・器具類の洗
浄や消毒方法は「洗

浄・消毒マニュアル」

を参照すること。 
 

特 記 事 項 
 
 

器    具

作  業  中 

保    管

容    器
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５． 使用水の衛生管理 
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５－（１） 水質管理マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
毎日点検を行うもの  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定期的に行うもの  
・ 貯水槽等を設けている場合 
 
 
 
・ 井戸水を使用している場合 
 
 
 
 

 

 
○ 検査は作業前後に行う。 
 
○ 十分に流水した後、水を採取する。 
 
 
 
 
○ 透明なコップに水を取り、濁り・色・に 
おい・味に異常がないことを確認する。 

○ コップの中をかき混ぜ、異物が浮遊して 
いないか確認する。 

 
 
 
○ 遊離残留塩素量が 0.1mg/L 以上であるこ
とを確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 貯水槽を設けている場合は専門の業者に
委託して、年１回以上清掃し、記録を１年

間保管する。 
 
○ 水道水以外の井戸水を使用している場合 
は、年に２回以上水質検査を実施する。 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
○ 日常検査で異常が
認められた場合、残

留塩素濃度が基準に

満たなかった場合

は、再検査し、なお

不適な場合は「水異

常時対応マニュア

ル」に従う。 
 
 
 
 
 
○ 「使用水・貯水槽衛
生管理点検記録表」

に残留塩素濃度を記

録する。 
 
 
 
 
○ 給水系統を把握す
ること。 

 
○ 「使用水・貯水槽衛
生管理点検記録表」

に記録する。 
 

特 記 事 項 
○ 貯水槽の定期点検、年１回以上 
○ 貯水槽の清掃、年１回以上 
 

残留塩素濃度の測定 

流  水 

濁り・色・におい・

味の確認 

記  録 
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５－（２） 水質異常時対応マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
○ 0.1mg/L 未満の場合はマニュアルに沿っ
て作業を進める。 

 
 
 
 
 
○ 規定した連絡網により通報を行う。 
 
 
 
 
 
○ 使用水 1Lを－20℃以下で、2週間以上保
管する。 

 
 
 
 
 
 
 
○ 濁り・色・におい・味が正常になるまで
全ての水道栓を開く。 

 
 
 
 
 
 
○ 規定した連絡網により通報を行う。 
○ 加工作業の中止、一部中止等の指示を仰
ぐ。 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
○ 水道事業者等によ
り改善を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 水道事業者等によ
り改善を行う。 

 
 
○ 「検食（保存食）マ
ニュアル」を参照。 

特 記 事 項 
○ 通報後、水道事業者等により改善措置が講じられた場合も施設で再度検査を行い、安全を確認し記
録を行った後に使用すること。 

○ 貯水槽に異常が考えられる場合は、点検を依頼すること。 
○ 改善後、使用前に残留塩素濃度を測定し、記録すること。 

衛生管理責任者に連絡 

残留塩素濃度が基

準以下の場合 

濁り・色・におい・

味等に異常がある

場合 

水 の 保 管 
加工作業の中止 
一 部 中 止 

衛生管理責任者に連絡 
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６． 排水・廃棄物の衛生管理 
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６－（１） 排水・廃棄物処理・保管マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
○ ごみは加工室内で蓋付きの不浸透容器に
一時保管する。 

 
 
○ 作業終了後、すみやかに室外の集積場に
搬出する。 

 
 
○ 集積場の清掃と容器の洗浄を行う。 

 
○ 生ごみ．金属類．プ
ラスチック．ガラス

リサイクルを区別す

る。 
○ 使用区域ごとに専
用の廃棄物容器を設

置する。 
 
 

 
 
 

 

特 記 事 項 
○ 集積場はそ族・昆虫・害鳥等が集まらないよう対策を講じること。 
○ 加工室内のごみ箱の蓋は足踏み式等、直接手で触れないで開閉できる構造とすること。 
 

廃 棄 物 処 理 

清 掃・消 毒 
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７． 従事者の衛生管理 
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７－（１） 健康管理マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
毎日点検を行うもの 
 
 
 
 
 
 
 
定期的に行うもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臨時に行うもの 

 
 
○ 毎日、作業前に「作業前の衛生管理記録
表」により健康状態のチェックを行う。 

 
 
 
 
 
○ 健康診断は年１回以上実施すること。 
 
 
 
 
○ 半年に１回以上、赤痢、サルモネラにつ
いての検便を受けること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 体調に異常がある場合等に実施する。 
 

 
 
○ 点検票により不良
があった場合、体調

に異常がある場合は

責任者に申告し、指

示に従う。 
 
 
 
○ 健康診断で異常が
認められたものは責

任者の指示に従う。 
 
 
○ 検便結果が陽性の
場合は、陰性結果を

確認してから作業に

従事する。 
 
○ 健康診断で異常が
認められた場合、検

便結果が陽性の場合

の処置について記録

する。 

特 記 事 項 
○下痢等本人しか分からない項目について、本人の申し出が行いやすい雰囲気を日頃から作り出してお

くこと。また、家族等同居者の体調不良者の有無についても把握しておくこと。 

個人の衝生点検確認

健 康 診 断 

検   便

検   便
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７－（２） 入室管理マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 指輪、時計、イヤリング、ピアス、ネッ
クレス、マニキュア、香水、ヘアピン等は

つけない。 
○ 爪は短く切る。 
 
○ 作業衣、帽子、マスク、履物は洗濯され
た清潔なものを着用する。 
○ 作業衣のまま通勤、外出しない。 
○ トイレ使用時は特記事項を参照。 
○ 帽子から毛髪がはみださないようにす
る。 

 
○ 「作業前の衛生管理記録表」に沿って、
点検を行う。 

 
 
 
○ 加工室用の履物を履く。または靴底を消
毒する。 

 
○ 必要により粘着ローラー等で作業衣に付
着した毛髪等を取り除く。 

 
 
 
 
 
 
○ マスクから鼻を出
さない。 

 
 
 
 
 
○ 「健康管理マニュ
アル」を参照。 

 
 
 
 
 
 
○ 粘着紙の交換頻度
を定めること。 

 
○ 「手洗いマニュア
ル」参照。 

 

特 記 事 項 
○ トイレ使用の際は、作業衣・帽子・履物・マスクをはずし、用便後、「手洗いマニュアル」に従っ

た手洗いを行い入室する。 
○ 部外者の立ち入りについて把握し、記録しておく。 

帽 子 の 着 用 

清潔な作業衣の着用 

履 き 替 え 

手 洗 い 

入  室 

衛生・健康チェック 

エ プ ロ ン の 着 用 
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７－（３） 手洗いマニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 手洗いは下記の際に行うこと。 
・ 作業開始の前、用便後 
・ 汚染区域から非汚染区域に移動する
場合 

・ 作業の変わり目 
・ 食品に直接触れる作業に当たる直前 
・ 不衛生なものにさわった時 
・ 微生物の汚染源となるおそれのある
もの等に触れた後、他の器具等に触れ

る場合 
・ 長時間続く作業の途中 
 

○ 流水（微温水）を使用する。 
○ 爪ブラシを使って十分洗う。 
 
 
 
 
 
○ 石けんをよく洗い流す。 
 
 
 
 
○ 施設で定められた消毒液を使用する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 石けん、消毒液の種
類は「消毒剤等使用

マニュアル」を参照。

特 記 事 項 
○ 逆性石けんは普通の石けんと混ざると効果がなくなるので、流水で十分に石けんを洗い流してから
使用すること。 

○ 逆性石けんは食品添加物として認められていないため、流水で十分に洗い流して石けんが残らない
ようにすること。 

流水でひじまで洗う 

石けん液で洗う

爪ブラシで爪の間、

指の根元まで洗う 

流水で十分に洗う 

消毒液で消毒する 

ペーパータオル等

で拭く 
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８． 作業マニュアル 
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８－（１）－① 原材料受け入れ・検収・保管マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
○ 適切な室温下で実施する。 
 
 
 
○ 受入れ場所で検収と計量を行う。 
 1．品目 
 2．数量 

3．ブランド（産地） 
 4．品温 

5．期限 
6．品質 

 7．鮮度 
 8．包装状態 
 9．異物の有無 
   ＊納品時刻、納品業者 
○ 「検収記録簿」に記録する。 
 
 
 
 
○ 移送用外装包装の汚染を持ち込まない。 
 
 
 
 
○ 冷凍は－15℃以下で保存する。 
○ 冷蔵食品は 10℃以下で保存する。 
 
 
 
○ 過解凍しない。 
 

 
 
 
 
 
○ 管理基準を逸脱し
たものは返品し、内

容を記録する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「検収記録簿」に替

えて納品書に記録す

ることでも可 
 
 
○ダンボール箱、業者

の容器は移し替える。

 
 
○ 「4-（2）冷蔵庫・
冷凍庫の管理マニュ

アル」参照。 

 

特 記 事 項 
○ 検収に当たっては責任者を定める。 
○ 年１回以上、取引業者から抗生物質等の残留検査データ等の必要な検査成績書を提出させる。 
○ 取引業者との保証契約を結ぶ。 
 

受 け 入 れ 

検 収・計 量 

記   録

冷 凍 庫 保 管 

解  凍 

保   管

作  業 
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８－（１）－② 容器包装受け入れ・検品・保管マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
○ 受入れ場所で外観チェックを行う。 
・外包装の破損・変形・汚れ・異物の有無 
・納入日 
・納入業者 
・数量 
 
○「容器包装管理記録簿」に記録する。 
 
 
 
 
○保管場所は衛生的に管理された場所であ

ること。 
 ・整理整頓清掃 
 ・ねずみ・昆虫の管理 
○保管場所の状況について「容器包装管理記

録簿」に記録する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
○ 異常が見られる場
合は返品し、内容を

記録する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 記 事 項 
 

受 け 入 れ 

検   品

記   録

保   管
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８－（２） 解凍マニュアル（冷蔵庫解凍） 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

前日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
○ ドリップで他の食品・庫内を汚染しない。 
 
 
 
 
○ 冷蔵庫に入れた時間、庫内温度を記録。 
 
 
 
 
○ 解凍後、異臭、変色、異物の混入がない 
か確認する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 異常が認められた
時は責任者に報告し

廃棄等の処置をと

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

特 記 事 項 
○ 解凍にはドリップもれのない容器を使用する。 

冷蔵庫で解凍

記   録

冷 蔵 庫 か ら 出 す 
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８－（３） まな板使用・交換マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
○ まな板の上面、側面、裏面のいずれにも
肉片などの異物の付着がないことを確認す

る。 
 
 
○床面に落下した場合あるいは食肉の深部

に内在する膿瘍などを切開した場合などは、

直ちに新しいまな板と交換する。 
 
 
○ ●時間ごと、またはアイテム（畜種）が
替わるごとに新しいまな板と交換する。 

 
 
 
 

 
○ 異常が認められた
場合は、再洗浄を実

施して使用するか、

または他のまな板を

使用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

特 記 事 項 
○ まな板の損傷が著しいものは、新しいものと交換すること。 
 

使 用 前 の 点 検 

使 用 中 の 交 換 

定 期 交 換 
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８－（４） 手袋取扱マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
作業前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業後 
 
 
 

  
 
 
○ 手袋に異物の付着、破れなどの異常がな
いことを確認する。 

 
 
 
○ 装着前には十分な手洗いを行う。 
○ 装着する場合は、手指、掌部分を汚染す
ることがないよう、手首部分をつまんで装

着する。 
 
 
○汚染する可能性のあるものに触れた場合

は、直ちに新しい手袋と交換する。 
 
 
 
○●時間ごと、またはアイテム（畜種）が替

わるごとに新しい手袋と交換する。 
 
 
 
○未使用の手袋は、汚染されないよう蓋付き

の衛生的な容器に入れて保管する。 
 

 
 
 
○ 異常が認められた
場合は、他の新しい

手袋を使用する。 
 
 
○「手洗いマニュア

ル」参照 
 
 
 
 
 
 
 

 

特 記 事 項 
○原則、手袋は直接食品に触れる作業時に装着するものとし、食品以外のものを触れた場合はすみやか

に交換すること。 
 
 
 

使 用 前 点 検 

装 着 

使 用 中 の 交 換 

定 期 交 換 

未使用手袋の保管 
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８－（５） 製品陳列・保管マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
○陳列ケース、冷蔵設備が正常に運転してい

るか確認し、陳列時間、品温等を記録する。 
 
○床面に直置きしていないこと。 
 
○基準保管量を超えていないこと。 
 
○保管設備に異常がないこと 
 
○陳列箇所による冷却能力を考慮し、陳列量

を加減する。 
 
 

 
○「冷蔵庫・冷凍庫の

温度記録表」に記録

する。 
 
 
 
○不適事項がある場

合は「不適正作業記

録簿」に記録する。 
 
 
 
 
 
 

 

特 記 事 項 
 

陳 列 ・ 保 管 
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８－（６） 金属異物探知マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
作業前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作業後 
 
 
 
 

  
 
○設置場所はガタツキのない平坦な場所、配

電盤や大型モーター、切れかかった蛍光灯に

近接していない場所を選び、設置する。 
 
○作業開始 30分前に電源を ONにする。 
 
○ベルト部分などに破れや汚れがないこと

を確認する。 
 
 
○検品を開始する直前にテストピース（Fe
φ●mm、SUSφ●mm）を通過させ、機械
が正常に作動することを確認する。 
 
 
 
 
 
○作業開始から●時間経過ごとに、テストピ

ースを通過させ、機械が正常に作動すること

を確認する。 
 
 
  
 
 
 
 
○テストピースを通過させ、機械が正常に作

動することを確認する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○正常に作動しなか

った場合 

機械を調製し、再度テ

ストピースを通過さ

せ、反応することを

確認。 

 

 

○正常に作動しなか

った場合、その間の

製品を特定し、調整

後の金属探知機又は

他の正常に作動する

金属探知機を使用

し、再検査を実施す

る。 

 

○記録は「金属探知機

チェック記録簿」に

記録する。 

特 記 事 項 
○年 1回以上、金属探知機の取扱業者に保守、点検を依頼し、結果を記録保存する。 

設 置 ・ 電 源 

動 作 確 認 

動 作 確 認 

動 作 確 認 
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９． 事故発生時の対応 
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９－（１） 事故発生時対応マニュアル 

工 程 管理ポイント 措 置 ・ 対 策 

 
異常が発見されたポイント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   （色・臭いがおかしい） 
 

（異物の混入発見） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通報内容 
 
 
 
 

 
 
 
○ 衛生管理チェックリスト（作業前）等の
点検表による点検の際に注意する。 

 
 
 
○ 衛生管理チェックリスト（作業中）等の
点検表による点検の際に注意する。 

 
 
 
 
○ 複数で確認し、異常と認められた場合。 
 
○ 異物の内容に応じて判断する。 

 例）  

 健康に影響のある成分の溶出してい
る可能性がある場合、又は、重篤な健

康被害を起こす可能性がある異物の

場合。 

 

 健康に影響はなく、異物が簡単に除去
できる場合。 

 
○ 健康異常の情報が入った場合、速やかに
所轄保健所へ通報する。                  

 
 
 
○ マニュアルの改善
措置方法に従う。 
 

 
 
○ マニュアルの改善
措置方法に従う。 

 
 
 
 
○ 陳列ケースから排
除する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 状況把握 
 
○ 店頭やネットその
他による顧客への情

報提供。 
 
 
 
 

特 記 事 項 
 

作 業 前 の 点 検 時 

販  売  後 

作 業 中 の 点 検 時 

陳 列 時 の 点 検 時 

・ 発症日時 
・ 有症者の人数 
・ 主な症状 
・ 受診の有無（有の場合は受診先）
・ 検便や吐物の確保状況 
・ 検体の確保状況 等 
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１０．各種記録簿 
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作業前の衛生管理記録表 
                             平成  年  月  日 
 

衛生責任者 
 

 
 

氏  名 
体 
 
調 

化 
膿 
創 

服 
 
装 

帽 
 
子 

毛 
 
髪 

履 
 
物 

 
爪 

指 
輪 
等 

手 
洗 
い 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
〈改善を行った点〉 

〈計画的に改善すべき点〉 
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検収記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

 
 

特記事項 
 
 
 
 

 
表示：表示がある場合は○、ない場合は×を記入し、返品。 
品質：ネトがあるなどの異常があれば×を記入し、返品。 
包装：漏れ、濡れ、破損、変形、汚れがなければ○、あった場合は×を記入し、返品。 
品温：表面温度計により温度を測定し、冷蔵品は●℃以下、冷凍品は●℃以下を確認し、○×を記入。 
異物：外観検査により異物の付着がなければ○、あれば×を記入し、返品。 
 

納品 
時刻 

納入業者名 品目名 
（ブランド）

表

示

数

量

品

質

鮮

度

包

装 
品 
温 

異

物

検収者 

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

：        
℃ 

  

 
【検収後の保管・管理】 
○検収後の原料肉の管理は Lot番号で行う。 
 
（例）平成 26年 12月 15日に受入れした牛肉は、2 6 1 2 1 5 1 1 ～ 2 6 1 2 1 5 1 3 などとする。
                       納入日  種と枝番 
                                  牛１ 豚２ 鶏３ 馬４  
 

衛生責任者 
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容器包装管理記録簿 
 
 
 
 
 

 
 

特記事項 
 
 
 
 

 

外  観 

納入日 
品 名 

ブランド名 
規格等 

納入業者 数量 破
損 

変
形 

汚
れ 

異
物 

保
管
場
所 

納品 
確認者 払出日 

  
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

 
 

       
 

  

衛生責任者 
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原料保管記録簿 
 

 
 
 
 
 
Lot番号 保管場所 保管状況 

（○×） 
搬出日時 変 更 

保管場所 
保管状況 
（○×） 

搬出日時 備考 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

 
 

      

 
保管場所：冷蔵庫①、冷凍庫②など記載 
 保管状況：床面の直置き、壁や他の製への接触、基準保管量超え、保管施設の異常がないなど 
 搬出日時：カット作業等に利用されるために搬出された日時 
 変更場所：冷凍から冷蔵に替わった場合や、作業後残品を再度保管する場合に記入 
  

衛生責任者 
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冷蔵庫・冷凍庫の温度記録表 
                               平成  年  月 

 
 
 
 
 

冷蔵庫 冷凍庫 陳列ケース 
午前 午後 午前 午後 午前 午後 

 
  

時刻 温度 時刻 温度 時刻 温度 時刻 温度 時刻 温度 時刻 温度

１ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
３ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
４ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
５ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
６ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
７ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
８ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
９ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１０ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１１ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１２ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１３ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１４ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１５ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１６ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１７ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１８ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
１９ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２０ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２１ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２２ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２３ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２４ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２５ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２６ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２７ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２８ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
２９ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
３０ ：  ：  ：  ：  ：  ：  
３１ ：  ：  ：  ：  ：  ：  

○冷蔵庫 10℃以下、冷凍庫－15℃以下を確認し、実温を記録する。逸脱がある場合や霜取り（dF）中は
時間をおいて基準温度以下に下がったことを再度確認し、温度記録する。 
○時間をおいても基準温度以下に下がらない場合は、すみやかに衛生責任者に報告し、庫内の食品を移動

させ、原因究明、修繕等を行う。 
○定期的（年●回）に校正を行い、これを「温度計校正記録簿」に記録する。 

衛生責任者 
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日常点検表 

平成  年  月  日 
 
 
 
 
 

 

衛生管理チェックリスト 確認者 

加工室の温度 
℃

加工室の湿度
％ 

石けん液、消毒薬で手洗いを実施したか  
靴、エプロンは清潔か  
加工室には不要な物（私物・工具・飲食物）が置かれていないか  
加工室の床・壁・天井・溝はよく清掃され、清潔であるか  
スライサーや包丁、まな板、作業台などの機器・器具は洗浄・殺

菌されているか 
 

手洗い場の石けん、ペーパータオル、消毒薬は十分か  
冷蔵庫、冷凍庫内は整理整頓され、清潔であるか  
ネズミや衛生害虫等の発生はないか  
使用水に異常がないことを確認したか（色・濁り・臭い・味）  

作 
 
業 
 
前 

井戸水の使用、貯水槽がある場合は遊離残留塩素濃度を確認した

か mg/L 

 

加工室の温度 
℃

加工室の湿度
％ 

食品を取り扱う場合は使い捨て手袋を着用しているか  
食品以外のものに触れた後に食品に触れる場合や、アイテム交換時

など定期的に手袋を交換したか 
 

食品を取り扱う場所や保管場所は、床から 60cm以上の高さを確保
しているか。床に直置きしていないか 

 

アイテムが替わるごとに手袋の交換や包丁・まな板の洗浄または交

換が行われていたか 
 

汚染された部位は適切に除去したか  
機械が異常音を発するなどなかったか  
空調設備は適正に機能しているか  
加工室内で飲食していないか  

作 
 
業 
 
中 

用便時は靴を履き替え、作業衣を汚染しない対策、手洗い（2 回）
を行ったか 

 

 

スライサーや包丁に刃こぼれはないか  
器具類はマニュアルどおり洗浄、消毒を行ったか  
床や壁、シンク、棚、手洗い設備などの清掃を行ったか  
分解できる機械、機器類は分解して洗浄、消毒を行ったか  
部外者が立ち入らなかったか  
トイレの清掃は行ったか  

作

業

後 

廃棄物は適切に処理したか  

 

 
○不適正な取扱いがあった場合は、不適正作業記録簿に記録すること 

衛生責任者 
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不適正作業記録簿 

平成  年  月  日 
 
 
 
 
 
 

 
 

衛生責任者 
 

工  程 不適正内容 対  応 担当者

１． 保管 
 
２． 分割・除骨 
 
３． カット 
 
４． 計量・包装 
 
５．その他 

   

１． 保管 
 
２． 分割・除骨 
 
３． カット 
 
４． 計量・包装 
 
５．その他 

   

１． 保管 
 
２． 分割・除骨 
 
３． カット 
 
４． 計量・包装 
 
５．その他 

   

１．保管 
 
２．分割・除骨 
 
３． カット 
 
４． 計量・包装 
 
５．その他 
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温度計校正記録簿 
 
 
 
 
 

機器名 校正方法 実施日 実施結果 実施者 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

○校正方法：①付属の温度計を熱湯および氷水に入れて温度測定。基準を 99±1℃、0±1℃とする。 
      ②機械内に標準温度計を入れて機械の表示温度計との差を比較。基準を±0.5℃差とする。 
       （標準温度計は検定を受けた精度が高いもの、もしくは①の校正に合致する温度計とする） 
○実施結果：逸脱した場合、表示温度から温度差を換算して取扱うか、正確な温度計に交換する。 

衛生責任者 
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カット作業記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

ロ
ッ
ト
番
号 

作
業
開
始
時
間
・
作
業
終
了
時
間 

作
業
時
間
（
●
時
間
内
） 

作
業
ご
と
に
器
具
の
洗
浄
・
殺
菌
を
行
っ
た
か 

衛
生
的
取
扱
い
を
行
っ
た
か 

骨
や
異
常
部
位
を
除
去
し
た
か 

担 
 

当 
 

者 

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

開始   ：  
 終了   ： 

     

○不適正な取扱いがあった場合は、不適正作業記録簿に記録すること 

衛生責任者 
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包装工程チェック記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

ロ
ッ
ト
番
号 

作
業
開
始
時
間
・
作
業
終
了
時
間 

包 

装 

・ 

検 

品 
数 

結 
 

果 

お 
よ 

び 

措 

置 

骨
や
異
常
部
位
は
除
去
さ
れ
て
い
る
か 

容
器
包
装
に
異
物
や
汚
れ
、
破
損
は
な
い
か 

包
装
後
の
製
品
に
異
物
の
混
入
や
汚
れ
は
な
い
か 

手
袋
を
定
期
的
に
交
換
し
た
か 

衛
生
的
取
扱
い
を
行
っ
た
か 

担 
 

当 
 

者 

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

開始   ：  
 終了   ： 

        

○不適正な取扱いがあった場合は、不適正作業記録簿に記録すること 

衛生責任者 
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金属探知機チェック記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
チェック

時刻 
Fe SUS 確認者 検品数 排除数 金属異物の詳細 措置 確認者 

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

：         

 
○ 金属探知機は、作業 30分以上前に電源を入れる。 
○ 金属異物を検出したときは、詳細を記入する。 
○ テストピースによるチェックは、作業開始前～●時間ごと～休憩前～再開時～●時間ごと～終了時 
○ 検出したときは製品のロットについての措置を記録する。対象となった数量も記載する。 
○ ×を記入したときは責任者にすぐ報告し、改善措置をとる。 
○ 改善した事項について内容を記録する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

衛生責任者 
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製品陳列・保管記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

チェック対象 共通事項 陳列 
ケース 

冷蔵庫 
冷凍庫 

保 

管 

庫 

チ
ェ
ッ
ク
時
刻 

陳
列
ま
た
は
保
管
し
た
製
品
数 

排
除
し
た
製
品
数 

基
準
保
管
量
を
超
え
て
い
な
い
か 

設
備
に
異
常
が
な
い
か 

清
掃
さ
れ
て
い
る
か 

期
限
の
切
れ
た
食
品
は
陳
列
さ
れ
て
い
な
い
か 

冷
却
能
力
を
考
慮
し
た
陳
列
が
さ
れ
て
い
る
か 

庫
内
は
製
品
と
そ
れ
以
外
の
区
別
が
で
き
て
い
る
か 

床
面
に
製
品
を
直
置
き
し
て
い
な
い
か 

担 

当 

者 

：            
 
 
 ：           

：            
 
 
 

：           

： 
           

 
 
 ：           

： 
           

 
 
 ：           

：            
 
 
 ：           

 
 

衛生責任者 
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施設設備点検記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
場 

所 

加  工  室 トイレ 

資
材
保
管
場
所 

施
設
設
備
・
器
具
等 

作
業
台 

床 壁 天
井 

照
明 

排
水
溝 

棚 手
洗
い 

冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫 

陳
列
ケ
ー
ス 

エ
ア
コ
ン 

換
気
扇 

金
属
探
知
機 

包
装
機 

ス
ラ
イ
サ
ー 
ミ
ン
サ
ー 
棒
砥 
包
丁 

ま
な
板 

エ
プ
ロ
ン 

靴 防
虫
カ
ー
テ
ン 

手
洗
い 

便
器 

サ
ン
ダ
ル 

床
・
壁 

床
・
壁 

窓
・
換
気
扇 

毎
日 

 

週
一
回

 

月
一
回 

       

実 

施 

者 

 

備 
 

考 

 

○ 施設設備は整理整頓清掃および点検を、器具類は洗浄消毒を実施し、実施した場合は○を記入する。 
○ 清掃実施内容と頻度については、「HACCP導入の手引き」を参照のこと。 
○ 機械器具の異常時は「機械器具異常時記録簿」に対応内容を記録すること。 

衛生責任者 
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機械器具異常時記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
機械器具名 内    容 

  

対応者 今 後 の 対 応 改善予定日 
 

衛生責任者 

  

 

処置日 処置内容 
  

○ 機械器具に異常がある場合は、機械器具名、内容、今後の対応について記録を行い、予定段階におい
て衛生責任者が確認を行い、改善処置した後は、処置日および処置内容について記録し、再度責任者

の確認の後、対応終了とする。 

衛生責任者 
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異常時品質記録簿 
平成  年  月  日 

 
 
 
 
 

日 時 保管庫 冷蔵庫の庫内温度 
  

 
 

 

アイテム 品  温 官能検査（色・粘り・臭い） 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

衛生責任者 
 



 

 

 

ながさきHACCP 

導入の手引き 

 

自主衛生管理マニュアル 

 

～食肉販売業～ 
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            １ 平常時の訓練 

      ２ クレーム・事故処理 

 

 



 1

第１章 施設の衛生管理 

 

（目的）  適切かつ確実な保守管理と洗浄                         

食品製造施設での保守管理や清掃が不十分だと、食品残渣などの汚れが細菌や昆虫、ねずみにと

って必要な栄養源となり、細菌の増殖やハエなど衛生害虫の侵入や繁殖を助長し、食品汚染や異物

混入の原因となる可能性があります。このため、定期的な施設の清掃・保守点検が重要になります

 
 ●清掃は、１日の作業の終了後、すべての食品が作業場内から搬出された後に次により行う。 
 

１ 施設周囲 

●毎日の作業終了後、次の手順で清掃を行う。 

（１） 原料の受け入れ場所、施設周囲が清潔か確認し、必要に応じて清掃・消毒を実施する。 
（２） 不要物は置かないよう作業場内は整理整頓する。 
 

２ 作業場等の床 

●洗浄は、排水溝から遠い場所より排水溝に向って行うとともに、移動できる機器類はすべて動かし、

１箇所に集めて露出床面積を大きくして、機器類の設置場所まで行うようにする。 

 ドライ方式 ウエット方式 

毎日 

 

①床のゴミを取り除く 

②モップ等で水拭きした後、乾いたモ

ップで乾拭きする。 

 

①床のゴミを取り除く 

②床に水と洗剤をまき、デッキブラシで

こすり洗いを行う。 

③流水で洗い流す 

④水切りワイパーで十分に水を切る 

週１回程度 

又は 

特に床が汚

れたとき 

①床のゴミを取り除く 

②床に水と洗剤をまき、デッキブラシでこすり洗いを行う。 

③流水で洗い流す 

④水切りワイパーで十分に水を切る。 

⑤適正な濃度の殺菌消毒剤を散布し、10分間置いた後流水ですすぐ。 

⑥水切りワイパーで十分に水を切る。 

 

３ 作業場等の排水溝

●毎日作業終了後、次の手順で洗浄を行う。 

（１） 溝カバーを取り外し、排水溝に設置した集じんカゴの残渣を取り除く。 
（２） 洗浄剤を撒き、デッキブラシでこすり洗いをする。 
（３） 流水で洗い流した後、集じんカゴ及び溝カバーを元にもどす。 
（４） 清掃時に排水溝の破損箇所を発見した場合には、速やかに補修を行う。 
 

 

 

 

 

 

   

【洗浄のポイント】
Ａグレーチング及び
集じんカゴの網目
Ｂ排水溝の角 

Ａ

Ｂ
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４ 作業場等の換気扇 

● 月に１回、次の手順で洗浄を行う。 
 洗浄方法 

羽根等取り外

し可能部品 

①油汚れのひどい場合はヘラ等で落とす。 

②温かい洗剤液を作り、その中に水に浸せる部品を漬けておく。 

③スポンジでこすり洗いする。 

④流水で洗い流す 

⑤乾燥させもとの場所に設置する 

フード部分 

 

①換気扇の下が水で濡れても良いように、ゴミ袋等で覆いをする。 

②スプレータイプのアルカリ洗浄剤を吹き付ける。 

③しばらく放置し、スポンジでこすり洗う。（手袋着用） 

④軽くしぼった布きんで拭きあげる。 

               

５ 作業場等の手洗い設備 

 ●毎日作業終了後、次の手順で洗浄を行う。 

（１） シンク及び給水栓について、中性洗剤を含ませたスポンジでこすり洗いする。 
（２） 爪ブラシに中性洗剤を含ませてもみ洗いする。 
（３） 流水ですすぐ。 
（４） 爪ブラシは次亜塩素酸ナトリウム200mg/Lに浸漬する。（5～10分間） 
（５） 温風乾燥機を使用している場合は同様に清掃する。 
（６） 爪ブラシは水気を切ってホルダーにかけて保管する。 
（７） 石けん液、消毒液、ペーパータオルを補充する。 
  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

６ 便所 

●毎日作業終了後、次の手順で洗浄を行う。 

●洗浄・消毒の順番は、汚染度が低い箇所から順に実施する。 

（１） ドアノブ、給水レバーなどの手指が直接触れる箇所は、次亜塩素酸ナトリウム200mg/L溶
液を含ませて軽く絞った布で浸すように拭き上げ、５～10分後に、水を含ませて軽く絞った

布で浸すように拭き上げる。 

（２） 手洗い設備の洗浄を行う。 
（３） 便器は、便所用洗浄剤を用い、ブラシでこすり洗いした後、流水ですすぐ。 
（４） 床面は中性洗剤を撒き、ブラシでこすり洗いをする。 
（５） 流水で洗い流し、水切りワイパーで十分に水切りを行う。 
（６） 次亜塩素酸ナトリウム200mg/L溶液を含ませて軽く絞った便所専用モップで拭き上げる。 
（７） 水を含ませ、軽く絞ったモップで拭き上げたのち、乾燥させる。 

※温風乾燥機を使用する場合は

 毎日清掃を行うこと 

 
適正な手洗い設備 

 
 
 
 
 
 
 
 

爪ブラシはホルダーにかけるなど

衛生的に保管する。 

使用中も殺菌液に浸漬して保管す

る場合は、定期的に液を交換する

こと。 

羽根

ｵｲﾙｶｯﾌﾟ

ﾌｨﾙﾀｰ
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第２章 食品取扱設備の衛生管理 

 

（目的）  機械器具類の洗浄不良を原因とした食中毒菌による汚染を防止する。        

機械器具類の洗浄・消毒が不十分で、汚れが付着していると細菌が繁殖しやすくなります。汚染

された器具の使用は、二次汚染の原因となります。二次汚染を防ぐためには、使用後の機械器具類

をきちんと洗浄・消毒することが大切です。 

 
１ 調理台・作業台 

 

●作業の開始前に、７０％アルコールをまんべんなく噴霧する。 

●１日の作業終了後、次により洗浄・消毒を行う。 

（１） 食品残渣を取り除き、適度に希釈した中性洗剤を含ませたスポンジでこすり洗う。 
（２） 清潔な布きんで水拭きし、洗浄剤を拭き取る。 
（３） 表面の水分を拭き取り、70％アルコールをスプレーする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 洗浄設備（シンク） 

 

●食品及び器具を洗浄するシンクは、一連の作業が終わるたびに次により洗浄・消毒を行う。 

（１） 排水口のゴミ受けを取り外す。 
（２） 中性洗剤を含ませたスポンジでまんべんなくこすり洗う。 
（３） 流水ですすぐ。 
（４） 衛生的な水切りワイパーで水気をかきとり、清潔な 

布きんで拭きあげる。 

（５） 次亜塩素酸ナトリウム200mg/L溶液を含ませて軽く絞った 
布きんで拭き上げ、５～10分後に流水で洗い流す。 

（または、70％アルコールをスプレーする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 

B

Ａ 

【洗浄のポイント】
Ａ継ぎ目部 
Ｂ水返し部 

【洗浄のポイント】 
Ａ継ぎ目部 
Ｂ水返し部 
Ｃオーバーフロー部 

BA 
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●１日の作業終了後、次により洗浄・消毒を行う。なお、原料肉が替わる場合や作業を一時中断する

場合などは、一旦、包丁・まな板の洗浄・消毒を行う。 

まな板 

 

①中性洗剤を含ませたスポンジでまんべんなく洗浄する。 

②流水で洗い流す。 

③熱湯（80℃、５分間以上）または次亜塩素酸ナトリウム200mg/L 溶液（５分間）

に漬け置きする。 

④次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用した場合は、流水で十分洗い流し、ペーパータオ

ルで水分を拭き取る。 

⑤衛生的なまな板保管庫に収納する。 

包丁 ①中性洗剤を含ませたスポンジでまんべんなく洗浄する。 

②流水で洗い流す。 

③熱湯（80℃、５分間以上）に漬け置きする。 

④ペーパータオルで水分を拭き取る。 

⑤衛生的な包丁保管庫に収納する。 

布きん ①中性洗剤で手もみ洗いする。 

②流水で十分すすぐ。 

③沸騰したお湯で10分間煮沸消毒を行い、清潔な場所で乾燥する。 

④衛生的な容器で保管する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ まな板、包丁等 

布きんの管理 

  
 使用する布きんは衛生的な  使用後は別の容器に入れ区別

 容器で保管     

 
衛生的な保管例 

専用容器に入れ、布きんを下から

引き出せるように容器を工夫した例 

紫外線殺菌保管庫での保管 

 
確実に水気を拭き取り、間隔を

あけて収納する  

※殺菌灯の交換予定日を明示する       

包丁の衛生的な保管例 

（紫外線殺菌保管庫） 
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４ 冷蔵庫・冷凍庫 
  ●次により洗浄・消毒を行う。 

冷蔵庫及

び冷凍庫 

 

 

毎日 

 

 

 

①毎日２回（作業開始前・終了後）庫内温度を確認する。 

②外側、特に取って部分を中心に、中性洗剤を含ませたスポンジでよく

こする。 

③清潔な布きんで水拭きし、洗剤を完全に拭き取る。 

④表面の水分を拭き取り、70％アルコールをスプレーする。 

冷蔵庫 

 

 

１回／週 

（汚れた

時はその

都度） 

冷凍庫 

 

１回／月

（汚れた

時はその

都度） 

①洗浄前に電源を切り、庫内の食品は整理し、不要なものは捨て、他は

一時別の冷蔵庫に保管する。 

②庫内のゴミを取り除き、中性洗剤を含ませ固く絞った布きんで庫内を

よくこする。 

③清潔な布きんで水拭きし、洗剤を完全に拭き取る。 

④70％アルコールをスプレーする。 

⑤棚網は取り外して洗剤で洗浄する。 

 

※ 業務用冷蔵冷凍庫の場合、フィルターの清掃も月1回実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スライサー、ミンサーなどの分解できる機械類の洗浄・消毒は次により行う。なお、事故防止のた

め通電時や作動中に回転部分に手を入れないように注意する。 

（１） 分解できる部品を取り外し、食品残渣を取り除く。 
（２） 部品、本体ともに中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄する。 
（３） 流水で洗剤を洗い流す。 
（４） 分解した部品は、材質に応じて次のいずれかの方法で消毒する。 
  ア アルコールを浸したペーパータオル等で拭きのばす。 

  イ 次亜塩素酸ナトリウム200mg/L 溶液に５分程度浸漬し、流水で十分にすすぐ。 

  ウ 沸騰したお湯で30秒間以上煮沸消毒を行う。 

  エ 熱風消毒保管庫に入れる。 

（５） 水分を拭き取り乾燥させ、衛生的な保管庫に保管する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

５ 機械類 

 

  Ｃ 

Ｂ 

A 

【洗浄のポイント】 Ａ網棚 Ｂ扉の取っ手 Ｃパッキン部 Ｄフィルター 

 Ｄ

ミンサー 
スライサー 
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６ その他 

 

（１）計器類（冷蔵庫等の温度計）および秤量機器は、年１回の点検整備と校正を行う。  

なお、点検結果（点検の年月日・点検者・点検事項・点検結果の処置）は必ず記録し、その

結果を保存する。  

（２）殺虫剤、洗剤などの化学薬品には必ず名称を記載し、食品庫とは別の保管倉庫へ保管する。  

（３）清掃用器材は、必要に応じて洗浄・乾燥を行い、専用の場所に保管する。  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計器類の点検 

 

小分けした薬品 清掃道具の保管 
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第３章 ねずみ及び昆虫対策 

 

（目的）  ねずみ、ゴキブリなどの衛生害虫による有害微生物汚染防止、異物混入防止。    

ねずみやゴキブリなどの衛生害虫は、不快感を与えるばかりでなく、様々な病原菌を保有してお

り、施設内を動き回ることで、食品を直接汚染し、さらには施設全体を不潔にします。また、製品

への虫等の混入は、異物苦情の原因となりますので、その侵入防止や駆除はきわめて重要です。 

 

１ 施設の侵入防止対策 

 

（１） 作業の開始前に、次の侵入防止対策の実施状況を確認する。 
・ 出入口、網戸がない窓の開放がないこと。 
・ 排水口に鉄格子、開口部（換気扇・窓）には金網※などが設置してあり、破損がないこと。 

 （２）１ヶ月に１回、作業場等におけるねずみ・こん虫の生息状況を巡回点検する（または、業者に

委託して実施し、作業報告書をもらう）。 

（３）頻繁に開閉される原料搬入口等は、２重ドア（インターロック機能が望ましい）、防虫カーテ

ン、エアーカーテンなどを設置する。 

※ 家庭用網戸の16メッシュではチョウバエなどの微小昆虫が通過しますので、20メッシュ以上の

網目にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内部発生対策 

（１） 粉類に発生するメイガ類等の対策は、吸引式掃除機等を用いて粉溜りを除去します。 
（２） 排水溝から発生するチョウバエ等の対策は、排水溝のふたを開け、デッキブラシ等を用いて

隅々まで汚れを洗い流します。 

（３） 壁面の隙間はゴキブリ類の生息場所になることから、隙間をふさぎます。 
 

３ 駆除（専門業者に委託することが望ましい）

（１） 年２回以上、作業場等の駆除作業を実施し、駆除の作業結果記録は１年間保存する。 
（２） ネズミなどの発生を認めた場合は、その都度駆除作業を実施する。 
（３） 薬剤を使用する場合は、食品・器具等が薬剤から汚染されない措置を講じたうえで、実施す

る。駆除終了後、昆虫などの死骸を発見した場合は、食品に混入しないように除去する。 

 

４ 原材料等の汚染防止対策 

（１） 一度開封した原材料、包装資材等は、ネズミ等の汚染防止のため、蓋付の容器等に入れて衛
生的に保管する。 

 

捕虫灯の利用 

 

エアーカーテンの設置 防虫カーテンの利用 
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第４章 廃棄物及び排水の取扱い 

 

（目的）  廃棄物・排水による有害微生物汚染防止、周辺環境への配慮            

廃棄物や排水の処理が適正にされていないと、ハエやゴキブリなどの害虫の繁殖を助長し、また、

調理場内で細菌が増殖し、食品汚染や異物混入の原因となる可能性があります。さらに、施設外へ

の排水や排煙の臭気は、周辺住民からの苦情の原因となりますので、汚液や悪臭を発生させないよ

うな速やかな処理と、処理後の清掃を徹底することが大切です。 

 

１ 廃棄物の衛生管理

 

（１） １日の作業の開始前に、生ゴミなどを入れる廃棄物容器の破損の有無や蓋の有無を確認する。 
（２） 生ゴミや油の流出防止措置が適正に行われていることを確認する。 
（３） 作業中、廃棄物容器からの悪臭・汚液漏れの有無や廃棄物が素材ごとに適正に分別されてい

るかを確認する。 

（４） １日の作業終了後、廃棄物は廃棄物集積場へ搬出し、廃棄物容器を洗浄する。 
（５） 廃棄物集積場は毎日清掃を行い、周囲の環境に悪影響を及ぼさないように管理する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 排水の衛生管理 

  

（１） 排水処理施設を有する施設は、維持管理（法的管理基準の遵守）を適正に行う。 
（２） 必要に応じて専門業者に委託し、定期的な清掃を実施する。 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

足踏み式のゴミ箱 

 
グリーストラップの清掃 

 
 
 
 
 
 
 

 

排水マスの清掃 
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第５章 食品の取扱い 

 

（目的）  原材料から製品まで、各製造工程における衛生的な食品の取り扱い         

原材料の受け入れから製品にいたるまでの食品を清潔に取り扱わなければ、食品を食中毒菌で汚

染したり異物混入の原因となる可能性があります。このため、食品の衛生的な取扱い方法を定めて

おくことが重要になります。 

  

１ 原材料の管理 

（１） 缶詰などの常温で保存可能な食品は、保管量や製造量に応じて計画的に購入する。 
（２） 主原料となる食肉については、必要以上の仕入れ・保管をせず、処理途中の残品等は次回加

工日に先出しで使用できるよう適切な管理を行う。 

（３） 原材料の納入時には、検収担当者が次の事項を点検し、その結果を記録した帳簿を作成する。 
・ 仕入先の名称・所在地 
・ 食品の品名・数量・ロット番号 
・ 品質・鮮度 
・ 包装状態（破損による異物混入がないか確認） 
・ 期限表示、添加物などの表示事項 
・ 食肉を含め、保存基準がある食品は、放射温度計による温度の測定 

   ※ 新たな帳簿を作成せず、納品書などに記載することで記録を残しても良い 

（４） 原材料の保管時には、原材料ごとに区分けして整理整頓し、保存基準のある食品は、基準に
合う方法で保存する。検収日を記録し、記録に基づく「先入れ・先出し」を励行する。 

（５） 原材料庫内では、直接床に置かないで、スノコ、 
棚などの上に置く。また、原材料庫内は週に１回 

清掃を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調理・製造工程の衛生管理 

（１） 作業場の汚染作業区域（受入・開梱作業場）、清浄作業区域（カット室、包装室）の区分け

を行い、各区域で使用する器具・容器等は専用とする。 

（２） 食品の取扱いは、床から60cm以上の場所で行い、床の跳ね水 

等による汚染を防止する。 

（３） 凍結原材料の解凍は冷蔵庫を利用し、解凍後工程は速やかに行う。 

（４） まな板、包丁等の使用器具は食品群ごとに使い分けをする。 

（５） 作業工程ごとに異物混入がないことを確認する。 

（６） アレルギー物質のコンタミネーションを防止する措置を講じる。 

 

 

 

 

床への直置きを防止 

 

専用容器でアレルギー

物質の混入を防止 
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３ 製品取扱いの衛生管理 

 

（１） 製品を包装する際は、適切な手洗いを行うとともに、使い捨て手袋を装着する。 
（２） 製品の表示は、使用添加物やアレルギー物質の漏れがないように適正に行うとともに、期限

表示などの確認を徹底する。 

（３） 製品の保管は、温度管理を適正に行うこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使い捨て手袋の利用 
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第６章 使用水の管理 

 

（目的）  使用水の細菌等の汚染に起因する事故を防止する。                

過去に、県内の学校で赤痢菌による大規模な集団食中毒事件が発生しました。これは、地下の汚

水管の破損により漏れ出した汚水により地下水が汚染され、十分に殺菌されないまま食堂で使用さ

れたために起こった事故です。特に、水道水をいったん貯水槽に溜めてから使用する場合や井戸水

など水道水以外の水を使用する場合は、日々の点検だけでなく、年1 回以上水質検査を実施する

必要があります。また、水道水を使用する場合でも、供給されている水の状況を自分で確認するこ

とが大切です。 

 

１ 基本的な衛生管理

 

（１）毎日作業の開始前に、水質（色、濁り、臭い、異物）を確認する。 

 

 

２ 水道水以外の水を使用する場合の衛生管理

 

（１）滅菌装置を設置している施設では、毎日次の管理を行う。 

・ 作業開始前に作動状況（薬液注入ノズルの目詰まり、薬液切れ、ポンプの故障）を確認する。 
・ 作業開始前に残留塩素濃度を測定し、０.１mg/L 以上であることを確認する。 

（２） 井戸水・地下水を使用している施設では、年１回以上水質検査を行う。ただし、災害などに
より、水源の汚染のおそれがある場合には、その都度水質検査を行い、その成績書は１年間

保存する。 

（３） （２）の水質検査の結果、水質基準に適合しない場合は、直ちに水の使用を停止するととも
に、管轄の保健所の指示を受け、適切な措置を講じる。 

 

 

 

 

（１） 業者に委託して貯水槽の清掃を年１回行い、その記録を１年間保存する。 
（２） 月１回、貯水槽に破損がないか、適正に施錠されているかを点検する。 
（３） 貯水槽の水を長期間使用しなかった場合は、水を一定量排水させた後に使用するか、塩素濃

度を確認してから使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 貯水槽の衛生管理 
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第７章 食品取扱者等に係る衛生管理 

 

（目的）  従事者を原因とする食品汚染及び異物混入を防止する               

食中毒を起こす病原物質の中には、従事者の便等から手指を介して食品を汚染し、食中毒を起こ

すものがあります。従事者が食中毒菌等に感染し、作業従事中に食品を汚染することにないように

定期的な健康診断や検便などを実施し、健康管理を徹底することが大切です。 

 
１ 従事者の健康管理

 

（１） 年１回、従事者に健康診断を受けさせる。 
（２） 保健所長から検便の指示があった場合は、必ず従事者に検便を受けさせる。（できれば、月１

回程度の実施に向けて努力する。） 

（３） 毎日作業開始前に健康・衛生チェック（下痢・発熱などの症状、手指の化膿巣の有無）を行
う。 

（４） 従事者が次のような場合には、食品の取扱作業に従事させない。 
・ 飲食物を介して感染するおそれのある疾病が疑われる症状（下痢、嘔吐など）がある場合 
・ 感染症患者（その疑いを含む）であることが判明した場合 

 

２ 従事者の衛生管理

 

（１） 作業場では専用の作業衣及び帽子を着用し、必要に応じてマスクを使用する。 
（２） 作業場および便所では、それぞれ専用の履物を使用する。 
（３） 常に爪を短く切り、作業場には腕時計、指輪等の装飾品を持ちこまない。 
（４） 休憩室・更衣室以外の場所では、着替え、喫煙、放たんおよび食事等は行わない。 
（５） 作業場には原則として従事者以外は入れないこととし、立ち入る場合には、更衣室で衛生的

な専用衣に着替えさせ、従事者と同様の衛生管理を講じさせること。 

（６） 従事者は、次の場合には必ず手指の洗浄及び消毒を行う。 
・ 作業開始前、用便後、休憩後 
・ 生鮮の原材料、汚染された原材料等を取り扱った後 
・ 汚染作業区域から非汚染作業区域に移動した場合 
・ 廃棄物の処理後 

（７） 製品の包装作業前には、必ず手洗いを実施し、使い捨て手袋を装着して作業に従事する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専用の作業衣、帽子、

マスクを着用 

 
 

交差汚染を防止した専用履

物の保管 

適正な手洗い方法を掲示し

従事者に周知している 
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第８章 食品取扱者等の衛生教育 

 
（目的）  全ての従事者（パート・アルバイトも含む）に衛生管理の必要性及び方法を伝える  

施設・設備やマニュアルをいくら整備しても、それを運用する従事者全員が衛生管理の重要性を

理解していなければ、効果的な衛生管理を行うことはできません。衛生管理は「教育に始まり、教

育に終わる」と言われています。衛生に対する意識と方法を身につけることが必要です。 

 
１ 従事者の衛生教育

 

（１） 作業開始前に、日々の衛生管理に関する注意事項を伝達し、禁止行為等の復唱及びその確認
を行う。 

（２） 毎月１回、日常の衛生管理における問題点に関してテーマを設定し衛生教育を行う。 
（３） 食品衛生責任者は、保健所が行う衛生講習会を必ず受講し、最新の情報を衛生教育に反映さ

せる。 

（４） 法律改正や作業手順の変更などを行ったときは、その都度研修を実施する。 
 
 
 

第９章 事故対応・自主回収 

 
（目的）  消費者からのクレーム等に速やかに対応し、健康被害等の拡大防止を図る      

消費者からのクレームや製品に重大な欠陥を見つけた時、緊急に対処をする必要があります。こ

とが起こってから対応を考えたのでは、事態を収拾できなくなる可能性があります。日頃から対応

できる体制を準備しておくことが大切です。 

 
 
 

（１） 苦情や食品による事故に対応できるように役割分担（誰が、何を、何時、どのように行うか）
を決め、従事者全員に周知する。なお、不具合や人事異動などがあった場合はその都度改め

る。 

（２） 製品への異物混入等があった場合を想定し、回収するための責任者、手順などを記載した回
収プログラムを作成するとともに、年１回、模擬訓練を行う。 

（回収プログラムの必要要件） 

① 事故内容の特定 

② 喫食者における健康被害状況の確認 
③ 回収する食品の名称・ロットの特定 
④ 回収する食品の製造日、製造量、出荷先、出荷量、在庫量などの確認 
⑤ 消費者への連絡方法（チラシ、ポスターの作成、配布等） 
⑥ 苦情者、所轄保健所への連絡方法 
⑦ 回収状況（各出荷先での回収量）の把握 

 

 

 

１ 平常時の訓練 
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２ クレーム・事故処理 

 

（１） クレームの申し出があった場合は責任者が対応し、消費者の立場に立って次の事項を確認す
る。 

・ 申立者の住所、氏名、連絡先 
・ 発見（発症）日、発見（発症）状況 
・ 申立内容（腐敗、異物、症状等） 
・ 苦情品（名称、製造日、購入日、購入場所、保管状況、残品の確保） 

（２） 食中毒が疑われる場合は、規模、被害者の症状の重篤度などの情報を分析し、重大な健康被
害が発生またはそのおそれがある場合には、社長などの最高責任者を中心に対策本部を設置

し、迅速に対応を行う。（事前に対策本部の組織図を作成しておく） 

（３） 保健所の調査への協力は積極的に行うとともに、保健所から指示があった場合は、その指示
に従い、執った措置について必ず記録すること。 

（４） 食中毒発生後、保健所の指示に基づく資料を作成・提出するとともに、食中毒が再び起こら
ないよう、原因の究明、再発防止対策の検討、従事者の再教育・訓練、作業手順書などの見

直しを行う。 

 
 


